


はじめに

少子高齢化が進み、人口減少社会を迎える中、一人ひとりが豊かで元気に暮らせる

まちを創るためには、誰もが性別にかかわりなく個性や能力を発揮できる男女共同参

画社会の実現が不可欠です。

本市では、これまで３次にわたって「魚沼市男女共同参画推進計画」を策定し、男

女平等に関する意識づくり、環境づくりに取り組んでまいりましたが、性別にまつわ

る格差や不平等など解決されていない課題が多い状況です。

計画策定にあたり実施した市民意識調査では、男女平等意識について一定の成果が

見られましたが、家庭や地域において男女の役割に偏りがあるなど、固定的役割分担

意識は根強く残っていることがうかがえます。

さらに、女性が能力を発揮して働き続けられる環境の整備、性的マイノリティ等多

様な性についての理解、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）等あらゆる暴力の根

絶に向けた取組も求められています。

本市としましては、これまでの取組を継続しつつ、社会情勢の変化等によって生じ

た新たな課題も整理し、令和３年度から令和７年度までを計画期間とする「第４次魚

沼市男女共同参画推進計画」を策定いたしました。また、本計画を「女性活躍推進法

に基づく市町村計画」として新たに位置づけ、誰もが多様な生き方や働き方を選択で

きる社会の実現をめざしてまいります。

最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提案をいただきました魚沼市男

女共同参画推進委員会の方々をはじめ、ご協力を賜りましたすべての皆様に深く感謝

を申し上げます。

令和３年３月 魚沼市長 内田 幹夫
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第第１１章章 基基本本ととななるる考考ええ方方

１１ 計計画画策策定定のの趣趣旨旨

平成 16年 11 月 1 日に旧北魚沼６町村が合併し、魚沼市が誕生しました。

本市では、地域の魅力を活かした楽しく豊かな暮らしには、「男女共同参画社会の実現」が

不可欠であるとの認識に立ち、平成 17 年度に「魚沼市男女共同参画推進計画」を、平成 23

年度には「第２次魚沼市男女共同参画推進計画」を、平成 27 年度には「第３次魚沼市男女共

同参画推進計画」を策定し、男女共同参画を推進するための基本目標や重点項目等を定める

とともに、家庭や地域、学びの場などのあらゆる場において、男女平等意識を高める施策や

誰もが安心して暮らすことのできる環境を実現するための施策等を展開してきました。

これまでの男女共同参画社会実現の取組により、固定的な性別役割分担を見直そうとする

市民意識の高まりとともに、行政内部における男女共同参画の推進についても進展しつつあ

るものの、令和元年度に実施した「人権推進・男女共同参画に関する市民意識調査」（以下、

「市民意識調査」）では、家事や育児等の家庭における役割は主に女性が担っており、また、

地域活動においては、男女の役割に偏りがあるなど、性別による固定的役割分担意識が根強

い状況にあります。

誰もが性別にかかわりなく個性や能力を発揮できる社会をめざすためには、今後も男女平

等の意識づくり、女性が参画しやすい環境づくり、誰もが安心して暮らすことのできる環境

づくりを一体的に取り組んでいくことが必要です。

このようなことから、令和２年度に本計画の計画期間の終期を迎えるにあたり、第４次魚

沼市男女共同参画推進計画を策定するものです。
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２２ 計計画画策策定定のの背背景景

（1） 世界の動き

国連では、昭和 50 年（1975 年）を国際婦人年として、「国際婦人年世界会議」を開催し、

各国がとるべき政策への指針となる「世界行動計画」を採択する中で、世界規模で女性問題

への本格的な取組をはじめました。昭和 54 年（1979 年）には、国連第 34回総会で「女子に

対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」が採択され、第１部第１条に「女子に対す

る差別」が定義されました。そして、昭和 60 年（1985 年）には、「婦人の地位向上のための

ナイロビ将来戦略」が採択され、平成 12 年（2000 年）まで婦人の地位向上のための取組を

継続することが確認されました。

平成７年（1995 年）には第４回世界女性会議（北京会議）が開催され、平成 12 年（2000

年）までの行動指針である「行動綱領」が採択されました。平成 12 年（2000 年）には「女

性 2000 年会議」が開催され「行動綱領」の実施状況を検討及び評価するとともに「政治宣言」

と「北京宣言及び行動綱領のための更なる行動とイニシアティブ」（成果文書）が採択されま

した。平成 17 年（2005 年）には定例の国連婦人の地位委員会を開催し、第４回世界女性会

議で採択された北京宣言と行動綱領の全面履行の必要性を再確認した宣言を全会一致で採択

しました。平成 22 年（2010 年）には「国連『北京＋15』世界閣僚級会合」が開催され、「北

京行動綱領」等を再確認し、実施に向けた国連やＮＧＯ等の貢献強化などの宣言等が採択さ

れました。平成 23 年（2011 年）には「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための

国連機関」が正式に発足され、女性の参画の拡大等ジェンダー分野における加盟国の支援や、

国連システムのジェンダーに関する取組を主導、調整、促進しています。平成 27 年（2015

年）の第 59 回国連婦人の地位委員会においては、「北京＋20」として、これまでの取組状況

に関する評価が行われました。

（2） 国の動き

国においては、昭和 50 年、総理府に「婦人問題企画推進本部」を設置、昭和 52 年に「国

内行動計画」を策定し、向こう 10 年間の女性に関する行政の課題及び施策の方向を明らかに

し、総合的、体系的な施策を推進してきました。その結果、「雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保等に関する法律」（以下「男女雇用機会均等法」という｡) の制定など

女性に関する施策の取組が進み、昭和 60年に「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関

する条約」を批准しました。

平成６年には内閣総理大臣を本部長とする男女共同参画推進本部が設置されました。平成

８年には男女共同参画審議会による「男女共同参画ビジョン」の答申を受けた「男女共同参

画 2000 年プラン」が策定されました。平成 11 年には「男女共同参画社会基本法」が公布・

施行され、それに基づいた「男女共同参画基本計画」が平成 12 年に策定されました。そして、
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平成 13 年の中央省庁等の再編成によって、総理府の「男女共同参画室」が内閣府の「男女共

同参画局」となり、内閣府に「男女共同参画会議」が設置され、推進体制が強化されました。

平成 17 年には「男女共同参画基本計画（第２次）」が、平成 22 年には「第３次男女共同参画

基本計画」が策定されました。また、関係法令では、男女雇用機会均等法や「育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（以下「育児・介護休業法」と

いう｡) の改正などの整備が行われました。平成 24 年には、「女性の活躍促進による経済活性

化行動計画～動く「なでしこ」大作戦～」が策定され、女性の採用拡大等、企業がすすめる

ポジティブアクション※1 を推進しています。平成 27年には、女性の採用・登用・能力開発等

のための事業主行動計画の策定を事業主に義務づける「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）」が成立し、その後「第４次男女共同参画

基本計画」が策定されました。

（3） 新潟県の動き

本県の女性行政の取組は、昭和 52 年に婦人問題担当窓口が設置されて以来、国の「国内行

動計画」を基本に実施され、昭和 60年に「新潟県婦人対策の方向」を策定しました。

平成４年には「新潟県婦人対策の方向」を全面改定し、「にいがたオアシス女性プラン」を

策定しました。また、平成８年には少子化、高齢化、国際化等の時代の流れに対応するため

「ニューにいがた女性プラン」を策定しました。平成 13 年には男女共同参画社会基本法に基

づく男女共同参画計画として「新潟・新しい波男女平等推進プラン」を策定しました。平成

14年には「新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例」を制定し、条例に基づき「男女

平等推進相談室」を新潟ユニゾンプラザ内に開設しました。そして、平成 18 年には「新潟県

男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」を策定し、「ハッピー・パートナー企業（男女共

同参画推進企業）」登録制度を開始しました。平成 19 年には「新潟県ワーク・ライフ・バラ

ンス推進共同宣言」が実施されました。平成 25年には「第２次新潟県男女共同参画計画（男

女平等推進プラン）」が策定され、地域・職場など具体的・実践的な面で男女共同参画が進展

するよう、施策展開を図っています。平成 29 年には、女性活躍推進法の施行を踏まえた「第

３次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」が策定されました。

（4） 魚沼市の動き

本市では、平成 16 年 11 月１日の合併を契機に、第一次魚沼市総合計画を策定しました。

そしてその推進には、「男女共同参画社会の実現」が不可欠であるとの認識に立ち、平成 17

年９月に「男女平等社会づくりに向けた市民意識調査」を実施し、それをもとにしながら、

※1 ポジティブアクション：さまざまな分野において、活動に参画する機会の格差を改善するため、必要な範囲内

において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供すること。
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平成 18 年３月に「魚沼市男女共同参画推進計画」を策定しました。

平成 22 年 10 月には、魚沼市男女共同参画推進計画の終了を見据え、次期計画を策定する

ため、魚沼市まちづくり委員会及び地域コミュニティ協議会役員を対象に「男女平等社会づ

くりに向けた課題調査」を行いました。そして、平成 23 年２月には広く市民や事業所の意見

を反映させるため、「魚沼市男女共同参画事業推進懇談会」を設置し、本計画の改訂について

懇談を重ね、平成 23 年４月に「第２次魚沼市男女共同参画推進計画」を策定しました。

平成 26年１月には次期計画策定の基礎とするため、「第２次魚沼市男女共同参画推進計画」

の中間検証を行い報告書としてまとめ、平成 28年３月に「第３次魚沼市男女共同参画推進計

画」を策定しました。

平成 28年８月には、魚沼市男女共同参画推進計画を推進するにあたり、広く市民や事業所

の意見を反映させるため、「魚沼市男女共同参画推進委員会」を設置しました。令和元年 11

月には男女共同参画の意識や現状を把握し、令和３年度を始期とする「第４次魚沼市男女共

同参画推進計画」策定の基礎とするため、市民意識調査を実施しました。

－ 4 －
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３３ 魚魚沼沼市市のの人人口口・・就就業業状状況況等等

（１） 人口

本市の人口は、国勢調査に基づく平成 27 年の総人口では 37,352 人で、前回調査の平成 22

年と比べ 7.5％減少しました。昭和 55年以降は人口減少の一途を辿り、特に近年は減少率が

高くなっています。

図１ 人口の推移

表１ 人口の推移と増減率

※各年 10月 1日現在

資料：「国勢調査」【総務省】

S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

新潟県 2,398,931 2,360,982 2,391,938 2,451,357 2,478,470 2,474,583 2,488,364 2,475,733 2,431,459 2,374,450 2,304,264

（前回比） -1.6% 1.3% 2.5% 1.1% -0.2% 0.6% -0.5% -1.8% -2.3% -3.0%

魚沼市 54,214 49,689 48,177 48,482 48,009 47,394 46,490 45,386 43,555 40,361 37,352

（前回比） -8.3% -3.0% 0.6% -1.0% -1.3% -1.9% -2.4% -4.0% -7.3% -7.5%

－ 5 －
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（２） 総世帯数

本市の平成 27年の総世帯数は 12,833 世帯で、前回調査の平成 22 年と比べ 1.9％減少しま

した。昭和 40 年調査以降微増傾向を維持していましたが、平成 22 年調査で初めて減少し、

平成 27 年調査も減少しています。

図２ 世帯数の推移

表２ 世帯数の推移と増減率

※各年 10月 1日現在

資料：「国勢調査」【総務省】

S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

新潟県 521,495 561,007 608,897 658,213 680,756 707,779 757,341 795,868 819,552 839,039 848,150

（前回比） 7.6% 8.5% 8.1% 3.4% 4.0% 7.0% 5.1% 3.0% 2.4% 1.1%

魚沼市 11,260 11,310 11,673 12,368 12,409 12,561 12,968 13,393 13,626 13,075 12,833

（前回比） 0.4% 3.2% 6.0% 0.3% 1.2% 3.2% 3.3% 1.7% -4.0% -1.9%

－ 6 －
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（３） 年齢区分別人口構成・推移

本市の平成27年の人口を年齢３区分別にみると、年少人口（15歳未満）は4,283人（11.5％）、

生産年齢人口（15～64 歳）は 20,742 人（55.6％）、老年人口（65歳以上）は 12,280 人（32.9％）

となっています。昭和 40 年からの経年変化でみますと、年少人口と生産年齢人口の割合が減

少を続ける一方で、老年人口の割合は大きく増加し、平成 27 年では総人口の３割以上を占め

る状況となっています。生産年齢人口当たりの老年人口の割合である扶養負担率が大きく増

加している様子がうかがえます。

図３ 年齢３区分別人口の推移（魚沼市）

表３ 年齢３区分別人口の推移と増減率（魚沼市）

※年齢不詳を含まないため、図 1ならびに表 1に示す人口と一致しない。

※各年 10月 1日現在

資料：「国勢調査」【総務省】

S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27
H22

構成比

H27

構成比

15 歳未満 16,292 12,677 10,861 10,511 10,126 9,405 8,082 6,956 6,083 5,202 4,283 12.9% 11.5%

（前回比） -22.2% -14.3% -3.2% -3.7% -7.1% -14.1% -13.9% -12.6% -14.5% -17.7%

15～64 歳 33,838 32,400 31,904 31,666 30,801 29,555 28,454 27,131 25,580 23,184 20,742 57.4% 55.6%

（前回比） -4.2% -1.5% -0.7% -2.7% -4.0% -3.7% -4.6% -5.7% -9.4% -10.5%

65 歳以上 4,083 4,612 5,412 6,305 7,081 8,434 9,954 11,284 11,890 11,974 12,280 29.7% 32.9%

（前回比） 13.0% 17.3% 16.5% 12.3% 19.1% 18.0% 13.4% 5.4% 0.7% 2.6%

－ 7 －
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（４） 就業状況

本市の平成 27年の男女別年齢階級別労働力率をみると、男性は 20 歳から 59 歳までは、ほ

ぼ同じ率で推移していますが、女性は出産・育児期において労働力率が低下し、その後再び

上昇するいわゆるМ字カーブを描いています。平成 22 年に比べ平成 27 年は、М字カーブが

緩やかとなり、労働力率は向上しています。

図４ 男女別年齢階級別労働力率（平成 27 年魚沼市）

図５ 男女別年齢階級別労働力率（平成 22 年魚沼市）

－ 8 －
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表４ 男女別年齢階級別労働力率（平成 27 年魚沼市）

表５ 男女別年齢階級別労働力率（平成 22 年魚沼市）

※労働力率：人口に対する年齢階級別の労働人口（日本では 15 歳以上）の比率。

就業者に失業者を加えた人数の割合。15 歳以上で働く意欲を持つ人がどれくらいいるかを示す。

資料：「国勢調査」【総務省】

15～

19 歳

20～

24 歳

25～

29 歳

30～

34 歳

35～

39 歳

40～

44 歳

45～

49 歳

50～

54 歳

55～

59 歳

60～

64 歳

65～

69 歳

70～

74 歳

75～

79 歳

80～

84 歳

85 歳

以上

総数 11.5 81.6 92.1 91.9 91.1 93.6 92.9 90.6 88.0 71.4 52.3 33.5 20.3 10.0 3.2

男性 13.6 83.4 96.9 98.0 95.9 97.0 95.5 95.5 94.8 83.1 66.5 43.6 29.4 16.7 6.8

女性 9.4 79.4 86.9 85.6 85.7 90.2 90.2 85.3 80.8 59.2 36.4 24.6 12.5 5.6 1.7

15～

19 歳

20～

24 歳

25～

29 歳

30～

34 歳

35～

39 歳

40～

44 歳

45～

49 歳

50～

54 歳

55～

59 歳

60～

64 歳

65～

69 歳

70～

74 歳

75～

79 歳

80～

84 歳

85 歳

以上

総数 10.3 85.3 88.2 86.4 89.7 90.9 91.0 90.4 82.8 68.0 46.9 31.2 18.4 10.5 2.9

男性 10.6 90.4 94.3 95.4 96.3 95.8 95.4 95.5 92.3 84.1 61.2 44.9 28.7 17.9 6.7

女性 9.9 80.1 81.6 76.7 83.1 86.0 86.2 84.9 72.8 49.9 33.7 18.5 10.7 5.8 1.4

－ 9 －
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４４ 計計画画のの性性格格

（1） 男女共同参画社会基本法の基本理念に基づき、国や新潟県の計画との整合性を図るととも

に、男女共同参画社会の実現に向けて、本市が取り組むべき施策を総合的、計画的に推進する

ための基本的な計画です。

（2） 第二次魚沼市総合計画の各施策の推進に際して、男女共同参画社会の実現のための指針と

なるものです。

（3） 第３次魚沼市男女共同参画推進計画の成果や今後の課題、市民意識調査結果を踏まえて策

定した計画です。

（4） この計画は、女性活躍推進法第６条に定められた「市町村推進計画」に該当し、魚沼市女

性活躍推進計画として位置づけます。

５５ 基基本本理理念念

「「男男女女ががととももにに支支ええ合合ううままちちづづくくりり」」

本市では、男女共同参画社会の実現のために、家庭、地域、職場、学びの場などあらゆる場

において、総合的、計画的に推進してきましたが、多くの課題が残されています。

今後も、男女共同参画社会基本法に基づき、すべての男女がお互いにその人権を尊重しつつ

責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができるまち

づくりをすすめるため、基本理念を「男女がともに支え合うまちづくり」とします。

６６ 計計画画期期間間

令和３年度から令和７年度までの５年間とします。

また、この間、毎年計画の推進状況の把握及び評価を行います。

－ 10 －
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魚魚沼沼市市男男女女共共同同参参画画推推進進計計画画 体体系系図図

基基本本理理念念 男男女女ががととももにに支支ええ合合ううままちちづづくくりり

基本目標 重点目標 施策の方針

Ⅰ 男女平等を推進する意

識づくり

１ 男女平等や多様な性に

関する意識づくり

(１)家庭における男女平等につ

いての理解を深めるための広

報・啓発活動の推進

(２)地域における男女平等の意

識づくりをすすめるための広

報・啓発活動の推進

(３)働く場における男女平等の

広報・啓発活動の推進

(４)性的マイノリティ等多様な

性についての理解と支援をす

すめるための広報・啓発活動

の推進

２ 学びの場における男女

平等の意識づくり

(１)学校教育の場における男女

平等の意識づくりをすすめる

ための教育の充実

(２)生涯学習の場における男女

平等の意識づくり

３ 女性に対するあらゆる

暴力の根絶に向けた意識

づくり

(１)女性に対する暴力の根絶に

向けた広報・啓発活動の推進

Ⅱ 男女がともに活躍でき

る環境づくり

１ 女性が参画しやすい環

境づくり

(１)市の政策・方針決定過程へ

の女性の参画促進

(２)企業、団体、地域等あらゆ

る場における方針決定過程へ

の女性の参画促進（*）

(３)女性の能力向上やチャレン

ジの支援（*）

２ 仕事と生活の調和のと

れた働く場の環境づくり

(１)仕事と家庭生活の両立の支

援（*）

(２)女性が働きやすい職場環境

づくり（*）

(３)男女共同参画の促進への男

性の参加（*）

(４)ひとり親家庭への支援体制

の充実

－ 12 －
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（*）の項目は、「女性活躍推進計画」に位置づける施策を含みます。

基本目標 重点目標 施策の方針

Ⅱ 男女がともに活躍でき

る環境づくり

３ 男女が互いの力を合わ

せて地域社会を活性化す

る環境づくり

(１)地域や防災、環境などにお

ける女性の参画促進

(２)高齢者、障害者、外国人等

が安心して暮らせる環境の整

備

Ⅲ 男女がともに健やかに

暮らせる環境づくり

１ 生涯にわたり健康で安

心して暮らせる環境づく

り

(１)女性の生涯を通じた健康の

維持・増進のための施策の推

進

(２)性と生殖に関する健康と権

利についての知識の普及

(３)高齢者等が安心して暮らせ

る環境づくり

２ 子どもを安心して産み

育てることのできる環境

づくり

(１)妊娠・出産・子育て中の保

護者の経済的負担の軽減と保

育施設等の環境整備

(２)地域における子育て環境・

支援体制の整備・充実

３ 女性の人権を守る環境

づくり

(１)女性に対する暴力の根絶に

向けた相談･支援体制の充実

－ 13 －
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第第２２章章 基基本本目目標標、、重重点点目目標標、、施施策策のの方方針針

第４次魚沼市男女共同参画推進計画の基本理念「男女がともに支え合うまちづくり」を実現す

るため、３つの基本目標を掲げました。

基本目標Ⅰは、「男女平等を推進する意識づくり」です。家庭や地域、働く場、学びの場など

あらゆる場での男女平等意識の浸透をめざします。

基本目標Ⅱは、「男女がともに活躍できる環境づくり」です。男女平等意識の進展を基本とし

て、市政や地域、職場などで、一層の女性の参画を促進するとともに、男性も含め、仕事と生活

の調和のとれた環境づくりをすすめることで、男女がともに活躍できる環境づくりをめざします。

基本目標Ⅲは、「男女がともに健やかに暮らせる環境づくり」です。男女があらゆる分野に共

に参画し、多様な生き方を選択できるようにするためには、妊娠・出産に配慮した心身の健康づ

くりが欠かせません。また、高齢化が進む中で、介護予防をすすめるなど、生涯を通じて健やか

に暮らせる環境づくりをめざします。あわせて、子育てや介護の負担を女性だけでなく、家庭や

社会全体で支えていく環境づくりをすすめていきます。

基基本本目目標標ⅠⅠ 男男女女平平等等をを推推進進すするる意意識識づづくくりり

基基本本目目標標ⅡⅡ 男男女女ががととももにに活活躍躍ででききるる環環境境づづくくりり

基基本本目目標標ⅢⅢ 男男女女ががととももにに健健ややかかにに暮暮ららせせるる環環境境づづくくりり

－ 14 －



15

第第２２章章 基基本本目目標標、、重重点点目目標標、、施施策策のの方方針針

基基本本目目標標ⅠⅠ 男男女女平平等等をを推推進進すするる意意識識づづくくりり

男女共同参画社会とは、男女の性別にかかわりなく一人ひとりが尊重され、その個性と能力を

十分に発揮しながら対等な立場であらゆる分野へ共に参画し、充実した生活を送ることができる

社会のことであり、男女とも自分らしく生きることができる活力ある地域づくり・まちづくりを

めざすものです。

「夫は外で働き、妻は家庭を守るほうがよい」という考え方に賛成する割合は減少する傾向に

ありますが、男女共に性別による固定的な役割分担意識が根強い状況にあります。そして、この

ようなことが、男女が自らの意思に基づき多様な生き方を選択できる社会の実現を難しくしてい

るという現状があります。

また、男女共同参画は、単に理念としての男女平等社会づくりのためのものではなく、現在本

市が直面している人口減少・少子高齢化への対策としても、今後、ますます重要性を増してくる

ものです。

たとえば、育児について、旧来の性別役割分担意識が改まらず、女性だけに負担が集中すれば、

出生率の向上は望めず少子化に歯止めがかかりませんし、介護についても男女が共に担わなけれ

ば今後も進行する超高齢社会を支えられません。

そのため、家庭、地域、働く場、学びの場などのあらゆる場において、性別による固定的な役

割分担意識を見直し、男女平等の意識づくりをすすめることが大切です。

また、女性の人権を侵害し、男女共同参画を阻害するあらゆる暴力や性犯罪などの根絶に向け

た取組をすすめます。

これらのことから、基本目標Ⅰ「男女平等を推進する意識づくり」における重点目標を、以下

の３つとします。

１ 男女平等や多様な性に関する意識づくり

２ 学びの場における男女平等の意識づくり

３ 女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた意識づくり

－ 15 －
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（（施施策策のの方方針針））

（（３３）） 働働くく場場ににおおけけるる男男女女平平等等のの広広報報・・啓啓発発活活動動のの推推進進

（（施施策策のの方方針針））

（（４４））性性的的ママイイノノリリテティィ等等多多様様なな性性ににつついいててのの理理解解とと支支援援ををすすすすめめるるたためめのの広広報報・・啓啓発発活活動動のの

推推進進

≪施策の展開≫

① 雇用主や労働者に対し、「男女雇用機会均等法」の周知と男女平等の意識づくりにつなが

る研修を行います。 （商工課）

≪施策の展開≫

① 性的マイノリティへの理解を促進するため、市の広報や講座・セミナーを通して啓発を行

います。 （市民課、企画政策課）
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第第２２章章 基基本本目目標標、、重重点点目目標標、、施施策策のの方方針針

基基本本目目標標ⅠⅠ 男男女女平平等等をを推推進進すするる意意識識づづくくりり

重重点点目目標標３３ 女女性性にに対対すするるああららゆゆるる暴暴力力のの根根絶絶にに向向けけたた意意識識づづくくりり

【現状と課題】

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）※3、セクシャル・ハラスメント、ストーカー行為など

は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、近年ではＳＮＳなどのインターネット上のコ

ミュニケーションツールを利用した暴力も発生しています。

被害者の多くは女性であり、その暴力の背景には、男女の社会的地位や経済力の格差、固定的

な性別役割分担意識などの社会的・構造的な問題があるとされ、男女平等社会の形成にとってそ

の根絶に向けた取組は、非常に重要です。

女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けて、意識啓発や相談窓口の周知の強化に努め、暴力を

容認しないという意識の醸成を図ることが必要です。

女性に対する暴力は、男女共同参画を著しく阻害することから、重点目標３を「女性に対する

あらゆる暴力の根絶に向けた意識づくり」とします。

（（施施策策のの方方針針））

（（１１）） 女女性性にに対対すするる暴暴力力のの根根絶絶にに向向けけたた広広報報・・啓啓発発活活動動のの推推進進

※3 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）：一般的には「配偶者や恋人など親密な関係にある、または、あった人か

ら振るわれる暴力」という意味で使用されています。また、多くの場合、女性が暴力の被害者となっています。暴力

とは、殴ったり蹴ったりする身体的暴力のほか、大声で怒鳴ったり相手の心を傷つける言動による精神的暴力、性的

な行為を強要するなど性的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力などがあります。

≪施策の展開≫

① 職場におけるセクシャル・ハラスメント等の防止に向け、企業等に対する周知啓発を行い

ます。 （商工課）

② 暴力の根絶と被害者の相談・支援のための広報・啓発活動や講演会等を実施します。

（福祉支援課）

－ 21 －
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第第２２章章 基基本本目目標標、、重重点点目目標標、、施施策策のの方方針針

基基本本目目標標ⅡⅡ 男男女女ががととももにに活活躍躍ででききるる環環境境づづくくりり

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができるまちをつくるためには、様々な分野での女性の参画の推進や、

能力向上の支援をすすめることが必要です。

また、「男は仕事、女は家庭」といった性別役割分担の考え方は、男性の長時間労働や社会的

な重圧にもつながり、家事・育児・介護などの多くを女性が負担しています。さらに、女性は男

性より非正規労働者の割合が高く、正規労働者と非正規労働者の賃金格差等により、女性が貧困

に陥りやすい一因となっており、女性の活躍が困難となる場合が多くあります。

性の違いによってその役割を決めつけてしまうような考え方は、女性の社会進出や経済的自立

を阻むとともに、男性を仕事中心の生活に追いやり、家庭における家事・育児から遠ざけてしま

う要因となります。

このような男性の長時間労働の抑制など環境の整備や、固定的な性別役割分担意識の見直しを

すすめるなど、社会制度や慣習を見直し、家庭・地域・働く場などのあらゆる分野に男女が共に

参画し、責任や結果を分かち合いながら、多様な生き方を選ぶことのできる社会の実現をめざす

ことが大切です。

これらのことから、基本目標Ⅱ「男女がともに活躍できる環境づくり」における重点目標を、

以下の３つとします。

１ 女性が参画しやすい環境づくり

２ 仕事と生活の調和のとれた働く場の環境づくり

３ 男女が互いの力を合わせて地域社会を活性化する環境づくり

－ 22 －
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第第２２章章 基基本本目目標標、、重重点点目目標標、、施施策策のの方方針針

基基本本目目標標ⅡⅡ 男男女女ががととももにに活活躍躍ででききるる環環境境づづくくりり

重重点点目目標標１１ 女女性性がが参参画画ししややすすいい環環境境づづくくりり

【現状と課題】

社会の対等な構成員として女性が政策立案・意思決定の場へ参画することは、男女共同参画社

会の実現において大変重要です。

しかしながら、令和２年４月１日現在の本市の審議会・委員会等に占める女性委員の割合は全

体で 23.5％となり、「第３次魚沼市男女共同参画推進計画」に掲げる目標数値の 30％に届いてい

ません。

今後もあらゆる場での政策・方針決定過程において、女性の参画を呼びかけるとともに、女性

の能力の向上のために、研修機会の提供や教育の支援などの取組を積極的に行っていくことが必

要です。

このような課題があることから、重点目標１を「女性が参画しやすい環境づくり」とします。

◇本市の審議会・委員会等に占める女性委員の割合

資料：「男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」【内閣府】

－ 23 －
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（（施施策策のの方方針針））

（（１１）） 市市のの政政策策・・方方針針決決定定過過程程へへのの女女性性のの参参画画促促進進

((施施策策のの方方針針）） 【【女女性性活活躍躍推推進進】】

((２２)) 企企業業、、団団体体、、地地域域等等ああららゆゆるる場場ににおおけけるる方方針針決決定定過過程程へへのの女女性性のの参参画画促促進進

（（施施策策のの方方針針）） 【【女女性性活活躍躍推推進進】】

（（３３）） 女女性性のの能能力力向向上上ややチチャャレレンンジジのの支支援援

≪施策の展開≫

① 市の各種審議会等委員への女性の積極的な登用を推進するため、関係部署への周知や市民

公募枠の設定を働きかけます。 （企画政策課）

≪施策の展開≫

① あらゆる機会を通じて企業、団体等に対し、積極的改善措置（ポジティブアクション）に

関する情報等を提供し、女性の登用等を促進します。 （企画政策課、商工課）

② 地域で活動する団体等の役員に占める女性の割合を高めていきます。 （地域創生課）

≪施策の展開≫

① 女性の起業を支援するため、情報や研修などの機会を提供します。 （商工課）

② 企業等において、事業所内教育が実施されるよう啓発を行います。 （商工課）

③ 女性の積極的活用と雇用分野の拡大を促進するため、事業主に対する啓発や、講座や研修

の情報提供を行います。 （商工課）

－ 24 －
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第第２２章章 基基本本目目標標、、重重点点目目標標、、施施策策のの方方針針

基基本本目目標標ⅡⅡ 男男女女ががととももにに活活躍躍ででききるる環環境境づづくくりり

重重点点目目標標２２ 仕仕事事とと生生活活のの調調和和ののととれれたた働働くく場場のの環環境境づづくくりり

【現状と課題】

性別にかかわりなく、誰もが多様な生き方が選択、実現できるまちづくりをすすめるために、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）※4 は大変重要です。

市民意識調査によると、仕事と家庭生活や地域活動のバランスについて、「理想」として「家

庭生活や地域活動と仕事を同じように両立させる」ことが望ましいと回答した割合は、45.5％（女

性 46.1％、男性 48.4％）でしたが、「現実」として両立させることができると回答した割合は、

15.1％（女性 15.9％、男性 15.9％）と理想と現実に乖離が見られました。

共働き世帯が増える一方で、家事・育児・介護は依然として女性が主体で行われている等、女

性への負担が重くなっており、男性の家事・育児・介護への参加を促すために、事業者と労働者

がともに働き方の見直しをすすめていく必要があります。また、農林水産業や商工業の自営業に

おいても、女性が生産や経営の実質的な担い手として重要な役割を果たしていますが、これらの

業種では、生産や経営が生活と密着しているため、女性が労働に加え、家事・育児・介護を担う

ことで負担が過重となっています。

このようなことから、仕事と生活の調和をすすめるため、事業者や労働者一人ひとりの意識啓

発を推進するとともに、男女ともに働きやすい環境を整備していくことが必要です。

このことから、重点目標２を「仕事と生活の調和のとれた働く場の環境づくり」とします。

※4 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）：内閣府「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」

では、仕事と生活の調和が実現した社会について、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上

の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様

な生き方が選択・実現できる社会」としています。

－ 25 －
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◇女性が働き続けるために今後必要なこと（複数回答可）

資料：令和元年度「人権推進・男女共同参画に関する市民意識調査」【魚沼市】

（（施施策策のの方方針針）） 【【女女性性活活躍躍推推進進】】

（（１１）） 仕仕事事とと家家庭庭生生活活のの両両立立のの支支援援

≪施策の展開≫

① すべての労働者が仕事と生活の調和が実現できるよう、働き方の見直しについて、労使の

理解を促します。 （商工課）

② 仕事と生活の両立を推進するとともに、男女の働き方の見直しをすすめるため広く意識の

啓発を図ります。 （企画政策課、商工課）

－ 27 －
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((施施策策のの方方針針）） 【【女女性性活活躍躍推推進進】】

((２２)) 女女性性がが働働ききややすすいい職職場場環環境境づづくくりり

((施施策策のの方方針針）） 【【女女性性活活躍躍推推進進】】

((３３)) 男男女女共共同同参参画画のの促促進進へへのの男男性性のの参参加加

((施施策策のの方方針針））

((４４)) ひひととりり親親家家庭庭へへのの支支援援体体制制のの充充実実

≪施策の展開≫

① 仕事と子育てや介護との両立のため、ひとり親家庭なども含めて育児・介護休業等の制度

を定着化させ、男女を問わず取得しやすい就業環境づくりを推進します。 （商工課）

② 出産・育児・介護等で休業した労働者の円滑な職場復帰や、再雇用制度の導入について事

業主に対し啓発を行います。また、出産・育児・介護等で退職した者に対し、再就職の門戸

が広がるよう事業主に対し働きかけるとともに、再就職を支援する制度の周知を行います。

（商工課）

③ 農林水産業、商工業等に従事する女性への活動支援を通じて、女性が活躍しやすい環境づ

くりを推進します。 （商工課、農政課）

④ 女性が能力を十分に発揮し、経営者の１人として適正に評価されるよう、家族経営協定の

締結を推進します。 （農業委員会）

≪施策の展開≫

① 男性が参加しやすい各種研修会や講習会を実施します。 （生涯学習課）

② 家事・育児・介護等への参画が可能となるよう、男性の働き方の見直しをすすめる情報提

供や日々の生活における問題解決のための相談支援を行います。 （商工課、市民課）

≪施策の展開≫

① ひとり親家庭を支援するため、就業支援、相談等の施策の充実を図ります。

（子ども課、商工課）

－ 28 －
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第第２２章章 基基本本目目標標、、重重点点目目標標、、施施策策のの方方針針

基基本本目目標標ⅡⅡ 男男女女ががととももにに活活躍躍ででききるる環環境境づづくくりり

重重点点目目標標３３ 男男女女がが互互いいのの力力をを合合わわせせてて地地域域社社会会をを活活性性化化すするる環環境境づづくくりり

【現状と課題】

地域づくりの活性化は、地域による主体的な活動が大きな役割を担っています。しかしながら、

高齢・過疎化の進行、人間関係の希薄化や単身世帯の増加など様々な変化が生じており、地震や

豪雪、水害などの災害時には、男女がともに役割を担うことが必要な状況となっています。

そのため、日頃から、安全安心のまちづくりをすすめるための意識と、いざというときの行動

のため、町内会等の市民の身近な活動において、男女共同参画の理念や視点を取り入れ、防災分

野や環境分野での計画段階から女性の視点・意見の反映が求められています。

また、女性は男性よりも平均的に長寿であり、高齢者に占める女性の割合は高いことから、高

齢者施策は女性の方が影響を受けやすくなります。加えて、障害があること、外国人であること

で困難な状況に置かれている場合、人権尊重の視点からの配慮が必要であり、誰もが安心して暮

らせる環境整備が必要です。

これらのことを総合的にとらえ、重点目標３を「男女が互いの力を合わせて地域社会を活性化

する環境づくり」とします。

((施施策策のの方方針針））

((１１)) 地地域域やや防防災災、、環環境境ななどどににおおけけるる女女性性のの参参画画促促進進

((施施策策のの方方針針））

((２２)) 高高齢齢者者、、障障害害者者、、外外国国人人等等がが安安心心ししてて暮暮ららせせるる環環境境のの整整備備

≪施策の展開≫

① 地域づくりにおける女性の参画を促進します。 （地域創生課）

≪施策の展開≫

① 障害者が地域で暮らし、社会参加する力の向上を支援します。 （介護福祉課）

② 高齢者の社会参加を支援します。 （介護福祉課）

③ 外国人が地域で安心して暮らせるよう相談支援を行います。 （市民課）

－ 29 －
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第第２２章章 基基本本目目標標、、重重点点目目標標、、施施策策のの方方針針

基基本本目目標標ⅢⅢ 男男女女ががととももにに健健ややかかにに暮暮ららせせるる環環境境づづくくりり

人口減少、少子高齢化が急速に進む中、地域を活性化させたり、誰もがあらゆる分野に共に参

画し、多様な生き方を選択することができるためには、男女とも年齢に関わらず生涯健康で安心

して暮らせることが必要です。

生涯にわたって健康にすごせるよう、男女が互いに心身の健康について正しい知識を身に付け

られる情報提供や、自身の健康を管理するための支援、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援

を行うことが必要です。また、女性に対する暴力の根絶に向けて、関係機関と連携し、相談支援

体制の充実に取り組むことが必要です。

これらのことから、基本目標Ⅲ「男女がともに健やかに暮らせる環境づくり」における重点目

標を、以下の３つとします。

１ 生涯にわたり健康で安心して暮らせる環境づくり

２ 子どもを安心して産み育てることのできる環境づくり

３ 女性の人権を守る環境づくり

－ 30 －
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第第２２章章 基基本本目目標標、、重重点点目目標標、、施施策策のの方方針針

基基本本目目標標ⅢⅢ 男男女女ががととももにに健健ややかかにに暮暮ららせせるる環環境境づづくくりり

重重点点目目標標１１ 生生涯涯ににわわたたりり健健康康でで安安心心ししてて暮暮ららせせるる環環境境づづくくりり

【現状と課題】

本市では、市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組めるよう、生涯にわたり健やかで安

心して暮らせる環境づくりをめざし、健康診査、がん検診、介護予防等の取組を実施しています。

特に女性は妊娠や出産という男性とは異なるライフステージを持つ側面もあることから、これに

配慮した心身の健康づくりをすすめることは女性の活躍を推進する点からも、とても重要です。

近年、学校における性教育などにより、男女の性差や身体のしくみについての正しい理解がす

すんでいます。今後はさらに、女性が思春期や妊娠・出産期、更年期などの各ステージで直面す

る健康上の問題等についても理解を深め、生涯にわたる健康を支援する必要があります。それと

同時に、これまで妊娠・出産に偏りがちだった女性の健康を、月経・避妊・中絶・子育て・更年

期障害・性感染症などのあらゆる面からとらえ、女性自身が生涯にわたって自分の健康を主体的

に決定して管理できる、「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）」
※5 の考え方についても広く周知していく必要があります。

また、現在本市が直面している高齢化社会への対策として、高齢者が要介護状態になっても、

家庭における介護、看護を女性だけでなく、家族や社会全体で支えていく必要があります。

これらのことから、重点目標１を「生涯にわたり健康で安心して暮らせる環境づくり」としま

す。

※5 性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）：性と生殖の健康（リプロダクティブ・ヘル

ス）とは、平成６年（1994 年）の国際人口／開発会議の「行動計画」及び平成７年（1995 年）の第４回世界女性会

議の「北京宣言及び行動綱領」において、「人間の生殖システム、その機能と（活動）過程の全ての側面において、

単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされ

ています。

性と生殖の権利（リプロダクティブ・ライツ）とは、「全てのカップルと個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、

並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利、並

びに最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得る権利」とされています。

－ 31 －
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((施施策策のの方方針針））

((１１)) 女女性性のの生生涯涯をを通通じじたた健健康康のの維維持持・・増増進進ののたためめのの施施策策のの推推進進

((施施策策のの方方針針））

((２２)) 性性とと生生殖殖にに関関すするる健健康康とと権権利利（（リリププロロダダククテティィブブ・・ヘヘルルスス／／ラライイツツ））ににつついいててのの知知識識のの

普普及及

((施施策策のの方方針針））

((３３)) 高高齢齢者者等等がが安安心心ししてて暮暮ららせせるる環環境境づづくくりり

≪施策の展開≫

① 生涯にわたり女性が自ら健康管理できるよう、思春期からの健康教育等の活動に取り組み

ます。 （子ども課、健康増進課）

② 健康診査やがん検診を受けやすい体制整備を促進し、女性の健康づくりを支援します。

（健康増進課）

≪施策の展開≫

① 生涯にわたって自分の健康を主体的に決定できるよう、性と生殖に関する健康と権利につ

いての学校教育や啓発活動に取り組みます。 （子ども課、健康増進課、学校教育課）

≪施策の展開≫

① 高齢者の自立を支援するため、介護予防を地域で実施します。 （介護福祉課）

② 高齢者を介護している家族等の介護負担を軽減するための支援を行います。（介護福祉課）

－ 32 －
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第第２２章章 基基本本目目標標、、重重点点目目標標、、施施策策のの方方針針

基基本本目目標標ⅢⅢ 男男女女ががととももにに健健ややかかにに暮暮ららせせるる環環境境づづくくりり

重重点点目目標標２２ 子子どどももをを安安心心ししてて産産みみ育育ててるるここととののででききるる環環境境づづくくりり

【現状と課題】

急速に進む少子化と人口減少への対策は、本市の最重要課題です。

少子化の要因は、男女の考え方の変化や社会情勢の変化、未婚化・晩婚化の進行などがあげら

れます。結婚・出産は個人の選択であることは当然ですが、結婚や出産に対する希望が叶うこと

で出生率の改善が見込まれることから、引き続き、結婚・出産・子育てについて切れ目無く支援

することが必要です。

また、少子化の進行、核家族化の進展、地域のつながりの希薄化など、子どもや子育ての環境

が変化している中で、多様なニーズに対応した保育サービスなどの子育て支援をすすめるほか、

固定的な観念や慣習によって、女性のみが子育ての責任を背負うことがないよう、男性の育児参

加を促すとともに、子育てを地域全体で支え合う環境づくりをすすめる必要があります。

このことから、重点目標２を「子どもを安心して産み育てることのできる環境づくり」としま

す。

((施施策策のの方方針針））

((１１)) 妊妊娠娠・・出出産産・・子子育育てて中中のの保保護護者者のの経経済済的的負負担担のの軽軽減減とと保保育育施施設設等等のの環環境境整整備備

((施施策策のの方方針針））

((２２)) 地地域域ににおおけけるる子子育育てて環環境境・・支支援援体体制制のの整整備備・・充充実実

≪施策の展開≫

① 不妊治療や不育症治療の費用に対し、経済的負担を軽減する制度の充実を図ります。

（子ども課）

② 子育て中の保護者の経済的負担を軽減する制度の充実を図ります。 （子ども課）

③ 安心して利用でき、多様なニーズに対応した保育施設等の環境整備をすすめます。

（子ども課）

≪施策の展開≫

① 子育て中の保護者同士が交流、情報交換を行うサークルなどの活動を支援します。

（子ども課）

② 子育て関連の情報提供と育児相談等を実施し、子育ての孤立感、負担感の解消を図ります。

（子ども課）

－ 33 －
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第第２２章章 基基本本目目標標、、重重点点目目標標、、施施策策のの方方針針

基基本本目目標標ⅢⅢ 男男女女ががととももにに健健ややかかにに暮暮ららせせるる環環境境づづくくりり

重重点点目目標標３３ 女女性性のの人人権権をを守守るる環環境境づづくくりり

【現状と課題】

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）、セクシャル・ハラスメント、ストーカー行為などは

犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。暴力の防止、被害者の安全確保、生活自立を支援

し、暴力の根絶を図ることは、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。

市民意識調査によると、15.1％の人が「セクシャル・ハラスメント等のハラスメントを受け人

権が侵害されたと感じた」と答えています。また、配偶者や恋人から何らかの暴力を受けた経験

がある人は、女性：31.0％、男性：20.3％と、女性の被害者が多い状況です。被害者の中には、

ＤＶを受けているとの認識がなく、相談せずに抱え込む状況があると推測され、被害者が早期に

適切な相談や支援が受けられるようにすることが重要です。

これからも女性に対する暴力根絶に向けて、暴力防止の意識啓発、相談窓口の周知、被害者支

援を効果的に行うため、関係機関と連携し、相談支援体制の充実等、「魚沼市人権教育・啓発推

進計画」と共に施策を推進していくことが必要です。

女性に対する暴力は、男女共同参画を著しく阻害することから、重点目標３を「女性の人権を

守る環境づくり」とします。

◇今までに自分の人権が侵害されたと感じたことについて

令和元年度「人権推進・男女共同参画に関する市民意識調査」【魚沼市】

－ 34 －
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◇配偶者や恋人から暴力行為を受けた経験について

資料：令和元年度「人権推進・男女共同参画に関する市民意識調査」【魚沼市】

◇配偶者や恋人からの暴力に関する相談窓口に関する周知度について

資料：令和元年度「人権推進・男女共同参画に関する市民意識調査」【魚沼市】

－ 35 －
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((施施策策のの方方針針））

((１１)) 女女性性にに対対すするる暴暴力力のの根根絶絶にに向向けけたた相相談談･･支支援援体体制制のの充充実実

≪施策の展開≫

① 暴力の根絶に向けて、行政職員、市民、事業者等への啓発と相談窓口周知の強化を図りま

す。 （福祉支援課、総務人事課、市民課、企画政策課）

② 相談窓口を設置し、被害女性の相談や保護・支援を行います。 （福祉支援課、市民課）

③ 関係機関、近隣市町村等と連携し、被害者支援を充実します。 （福祉支援課）

－ 36 －
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第第３３章章 計計画画のの推推進進体体制制

「魚沼市男女共同参画推進計画」の対象となる施策は、広範で多岐にわたっています。

これらの施策を着実かつ効率的に推進するために、本市の推進体制を充実し、職員一人ひとりが

意識を深め、市民、関係団体、企業、経営者、有識者等様々な方々の理解と協力を得ながら、男

女共同参画に取り組み、計画の推進を図ります。

１１ 推推進進体体制制及及びび機機能能のの充充実実

(1) 魚沼市男女共同参画推進計画庁内推進委員会

男女共同参画に関する施策を総合的・効果的に推進するため、全庁的な推進体制を充実し、そ

の施策に取り組んでいきます。

(2) 魚沼市男女共同参画推進委員会

目標の達成に向けて、有効かつ効果的に推進されるよう、市民等で構成する組織を設置し、計

画の進行状況の確認、評価を行います。

(3) 国・県・他市町村等との連携

国や県との連携を深めるとともに、他市町村とも連携・協力し、計画の推進を図ります。

２２ 市市民民、、関関係係団団体体、、企企業業・・経経営営者者ととのの連連携携ににつついいてて

市民や関係団体、企業・経営者と連携し、それぞれが主体的に取り組んでいくことが重要です。

市は必要な情報を積極的に提供するとともに、推進状況などの情報公開に努め、市民と行政が

一体となって「男女がともに支え合うまちづくり」をめざします。

３３ 計計画画のの見見直直しし

計画の推進状況の把握を行い、社会の状況や本市の取組の進捗に合わせて、期間の途中であっ

ても、必要に応じて計画の見直しを行います。

－ 37 －
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第第４４章章 指指標標

本計画では目標達成に向けて、施策を実現するための事業や活動の結果として生じる状態を示

す「成果指標」を設け、計画の推進状況を把握していきます。

基本目標Ⅰ 男女平等を推進する意識づくり

重点目標１ 男女平等や多様な性に関する意識づくり

施策の方針１ 家庭における男女平等についての理解を深めるための広報・啓発活動の推進

施策の方針２ 地域における男女平等の意識づくりをすすめるための広報・啓発活動の推進

施策の方針３ 働く場における男女平等の広報・啓発活動の推進

施策の方針４ 性的マイノリティ等多様な性についての理解と支援をすすめるための広報・啓発

活動の推進

重点目標２ 学びの場における男女平等の意識づくり

施策の方針１ 学校教育の場における男女平等の意識づくりをすすめるための教育の充実

項目 単位
H27

調査時
現状

目標

（R7）
備考

「男女共同参画社会」という言葉を

内容まで知っている人の割合

％ 5.5 R 元 6.9 40.0 魚沼市男女共同

参画に関する市

民意識調査

項目 単位
H27

調査時
現状

目標

（R7）
備考

「地域社会」における男女の地位の平

等で、「平等である」と考える人の割

合

％ 22.0 R 元 29.5 50.0 魚沼市男女共同

参画に関する市

民意識調査

項目 単位
H27

調査時
現状

目標

（R7）
備考

「職場」における男女の地位の平等

で、「平等である」と考える人の割合

％ 17.4 R 元 35.7 50.0 魚沼市男女共同

参画に関する市

民意識調査

項目 単位
H27

調査時
現状

目標

（R7）
備考

ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）につい

て「内容まで知っている人」の割合

％ - R 元 24.6 60.0 魚沼市男女共同

参画に関する市

民意識調査

項目 単位
H27

調査時
現状

目標

（R7）
備考

「学校教育」における男女の地位の平

等で、「平等である」と考える人の割

合

％ 57.7 R 元 53.9 75.0 魚沼市男女共同

参画に関する市

民意識調査

－ 38 －
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施策の方針２ 生涯学習の場における男女平等の意識づくり

重点目標３ 女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた意識づくり

施策の方針１ 女性に対する暴力の根絶に向けた広報・啓発活動の推進

基本目標Ⅱ 男女がともに活躍できる環境づくり

重点目標１ 女性が参画しやすい環境づくり

施策の方針１ 市の政策・方針決定過程への女性の参画促進

施策の方針２ 企業、団体、地域等あらゆる場における方針決定過程への女性の参画促進

施策の方針３ 女性の能力向上やチャレンジの支援

項目 単位
H27

調査時
現状

目標

（R7）
備考

男女共同参画に関する講座やセミナ

ーの受講者数

人 - R 元 266 275

項目 単位
H27

調査時
現状

目標

（R7）
備考

ドメスティック・バイオレンスについ

て「内容まで知っている人」の割合

％ 40.9 R 元 36.8 70.0 魚沼市男女共同

参画に関する市

民意識調査

項目 単位
H27

調査時
現状

目標

（R7）
備考

市の審議会等への女性の登用率 ％ 20.5 R 元 23.5 40.0 男女共同参画推

進状況調査

項目 単位
H27

調査時
現状

目標

（R7）
備考

ものづくり振興協議会から抽出した

企業 15 社の係長以上の職についてい

る女性の割合

％ 8.3
(女性総

数 205 人

中係長以

上の職の

人数 17

人)

R 元 4.4
(女性総

数 456 人中

係長以上の

職の人数20

人)

14.0 女性従業員に占

める係長以上の

職についている

人の割合

コミュニティ協議会の女性委員の割

合

％ - R 元 18.9
(委員総数

450 人中女

性委員数

85 人)

30.0

項目 単位
H27

調査時
現状

目標

（R7）
備考

スキルアップに関する講座の女性受

講者の割合

％ - R 元 22.3 30.0 相談会・研修会受

講者数

新規創業者数（補助事業実施数）に占

める女性の割合

％ - R 元 0 30.0

－ 39 －
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重点目標２ 仕事と生活の調和のとれた働く場の環境づくり

施策の方針１ 仕事と家庭生活の両立の支援

施策の方針２ 女性が働きやすい職場環境づくり

施策の方針３ 男女共同参画の促進への男性の参加

施策の方針４ ひとり親家庭への支援体制の充実

重点目標３ 男女が互いの力を合わせて地域社会を活性化する環境づくり

施策の方針１ 地域や防災、環境などにおける女性の参画促進

施策の方針２ 高齢者･障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備

指標の項目 単位
H27

調査時
現状

目標

（R7）
備考

ハッピー・パートナー企業（男女共同

参画推進企業) 登録数

社 8 R 元 12 30

項目 単位
H26

調査時
現状

目標

（R7）
備考

育児休業給付受給者実人数 人 455 R 元 615 750 ハローワーク小

出業務概要

介護休業給付受給者数 人 6 R 元 6 12 ハローワーク小

出業務概要

家族経営協定締結農家数 戸 65 R 元 71 75

項目 単位
H27

調査時
現状

目標

（R7）
備考

家事、育児等に関する各種講習会の受

講者数

人 406 R 元 272 450

項目 単位
H27

調査時
現状

目標

（R7）
備考

保護者の学びなおしの支援利用者数

（自立支援教育訓練給付金事業及び

高等職業訓練促進給付金等事業の該

当者数）

人 1 R 元 4 4

項目 単位
H27

調査時
現状

目標

（R7）
備考

コミュニティ協議会の女性委員の割

合（再掲）

％ - R 元 18.9
(委員総数

450 人中女

性委員数

85 人)

30.0

項目 単位
H26

調査時
現状

目標

（R7）
備考

障害者支援施設による地域交流事業

の実施

回 4 R 元 4 4

シルバー人材センター会員数 人 510 R 元 506 550 魚沼市高齢者福

祉計画

－ 40 －
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基本目標Ⅲ 男女がともに健やかに暮らせる環境づくり

重点目標１ 生涯にわたり健康で安心して暮らせる環境づくり

施策の方針１ 女性の生涯を通じた健康の維持・増進のための施策の推進

施策の方針２ 性と生殖に関する健康と権利についての知識の普及

施策の方針３ 高齢者等が安心して暮らせる環境づくり

重点目標２ 子どもを安心して産み育てることのできる環境づくり

施策の方針１ 妊娠・出産・子育て中の保護者の経済的負担の軽減と保育施設等の環境整備

施策の方針２ 地域における子育て環境・支援体制の整備・充実

項目 単位
H26

調査時
現状

目標

（R7）
備考

乳がん検診受診率 ％ 53.6 R 元 54.8 55.0 第２次魚沼市健

康づくり計画

子宮がん検診受診率 ％ 50.4 R 元 41.2 55.0 第２次魚沼市健

康づくり計画

骨粗しょう症検診受診率 ％ - R 元 30.6 32.0

項目 単位
H27

調査時
現状

目標

（R7）
備考

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ

について「内容まで知っている」人

の割合

％ 1.4 R 元 1.3 10.0 魚沼市男女共同

参画に関する市

民意識調査

項目 単位
H26

調査時
現状

目標

（R7）
備考

高齢者筋力向上トレーニング事業の

延べ参加者数

人 15,525 R 元 16,592 17,500 魚沼市高齢者福

祉計画

家族介護支援事業（認知症サポーター

養成）の講座の延べ参加者数

人 - R 元 126 200 魚沼市高齢者福

祉計画

項目 単位
H26

調査時
現状

目標

（R7）
備考

妊産婦・新生児（第１子）訪問率 ％ 95.1 R 元 98.6 100

保育園延べ入所児童数

（毎月の福祉行政報告例の児童数の

累積）

人 12,479 R 元 12,505 11,000 第２期魚沼市子ど

も・子育て支援事業

計画

項目 単位
H26

調査時
現状

目標

（R7）
備考

保育園・幼稚園開放事業実施回数

（公立）

回 75 R 元 72 80
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重点目標３ 女性の人権を守る環境づくり

施策の方針１ 女性に対する暴力の根絶に向けた相談･支援体制の充実

項目 単位
H27

調査時
現状

目標

（R7）
備考

女性相談専門員の設置 人 0 R 元 0 1

配偶者や恋人からの暴力に関する相

談窓口を知っている人の割合

％ - R元 55.0 100 魚沼市男女共同

参画に関する市

民意識調査
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■第第４４次次魚魚沼沼市市男男女女共共同同参参画画推推進進計計画画策策定定のの経経過過

●令和元年度

●令和２年度

年月日 事 項 内 容 等

令和元年 11月 8日

～令和元年12月2日
人権推進・男女共同参画に関す

る市民意識調査

・調査対象

令和元年 9 月 30 日現在、魚沼市住民基本台帳に登録されて

いる平成 16 年 4 月 1 日以前に生まれた市民 1,000 人を無作

為に抽出し実施する。

・抽出方法

10 歳代（15 歳～19歳）、20歳代、30歳代、40 歳代、50歳代、

60 歳代、70歳代、80 歳代、90 歳代以上の区分で、地域別に

人口構成比、男女比で按分して実施する。

・調査方法

調査票を郵送により発送し、郵送による回収を行う。

・回収結果

配布数：1,000 人、回収数：451 件、回収率：45.1％

年月日 事 項 内 容 等

令和 2年 6 月 9日 第１回魚沼市男女共同参画推

進計画庁内推進委員会

・市民意識調査の結果報告について

・第３次魚沼市男女共同参画推進計画の推進状況について

・第４次魚沼市男女共同参画推進計画の策定方針について

・第４次魚沼市男女共同参画推進計画の重点目標及び施策の方

針（案）について

令和 2年 6 月 26 日 第１回魚沼市男女共同参画推

進委員会

・実施事業進捗管理表及び市民意識調査の結果報告について

・第３次魚沼市男女共同参画推進計画の推進状況について

・第４次魚沼市男女共同参画推進計画の策定方針について

・第４次魚沼市男女共同参画推進計画の重点目標及び施策の方

針（案）について

令和 2年 9 月 11 日 第 2 回魚沼市男女共同参画推

進計画庁内推進委員会

・第 3次魚沼市男女共同参画推進計画 実施事業進捗管理表に

ついて

・第４次魚沼市男女共同参画推進計画の策定について

第４次魚沼市男女共同参画推進計画（素案）について

令和 2年 10 月 7日 第 2 回魚沼市男女共同参画推

進委員会

・第 3次魚沼市男女共同参画推進計画 実施事業進捗管理表に

ついて

・第４次魚沼市男女共同参画推進計画の策定について

第４次魚沼市男女共同参画推進計画（素案）について

令和 3年 1月 4日 庁議 ・第４次魚沼市男女共同参画推進計画（案）審議

令和 3年 1月 19 日 市議会総務文教委員会 ・第４次魚沼市男女共同参画推進計画（案）について

令和 3年 1月 22 日

～2月 19 日

パブリックコメントの実施 ・第４次魚沼市男女共同参画推進計画（案）への意見募集

令和 3年 3月 2日 庁議 ・第４次魚沼市男女共同参画推進計画（案）審議

令和 3年 3月 12 日 庁議 ・第４次魚沼市男女共同参画推進計画（案）最終確認

令和 3年 3月 15 日 市議会総務文教委員会 ・第４次魚沼市男女共同参画推進計画（案）について

参参考考資資料料
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■■魚魚沼沼市市男男女女共共同同参参画画推推進進委委員員会会委委員員名名簿簿

１号委員：学識経験を有する者

２号委員：各種団体等から推薦された者

３号委員：公募により市長が選考した者

№
選出

区分
氏 名 団体名等 役 職 備 考

1 1 号 越智 敏夫 新潟国際情報大学 教授 計画全体・学識経験者

2 2 号 吉田真由美 堀之内コミュニティ協議会 班長 地域での女性の活躍

3 2 号 目黒 玲子 広神商工会女性部 部長 仕事での女性の活躍

4 2 号 富永 直子 魚沼市ＰＴＡ連絡協議会 副会長
幼少期からの男女共同

参画意識の醸成

5 2 号 下村 耕平 魚沼市社会福祉協議会
事務

局長

高齢化対策や暴力被害

等に対する支援

6 2 号 山本 英二
新潟県労働組合総連合会

中越地域協議会北魚沼支部
支部長

雇用環境の改善

ワークライフバランス

の実現

7 3 号 齋木富美子 公募委員

8 3 号 横山セツ子 公募委員
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■■男男女女共共同同参参画画社社会会基基本本法法（（平平成成 1111 年年 66 月月 2233 日日法法律律第第 7788 号号））

改正 平成 11 年 7 月 16 日法律第 102 号
平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号

目次
前文
第１章 総則（第１条－第 12条）
第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第 13 条－第 20 条）
第３章 男女共同参画会議（第 21 条－第 28 条）

附則

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重

と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に

向けた様々な取組が、国際社会における取組と

も連動しつつ、着実に進められてきたが、なお

一層の努力が必要とされている。

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成

熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に

対応していく上で、男女が、互いにその人権を

尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわり

なく、その個性と能力を十分に発揮することが

できる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題

となっている。

このような状況にかんがみ、男女共同参画社

会の実現を２１世紀の我が国社会を決定する

最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野に

おいて、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の推進を図っていくことが重要である。

ここに、男女共同参画社会の形成についての

基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来

に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共

同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ

計画的に推進するため、この法律を制定する。

第１章 総則

（目的）

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、

かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊か

で活力ある社会を実現することの緊要性に

かんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、

基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及

び国民の責務を明らかにするとともに、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、男女共

同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推

進することを目的とする。

（定義）

第２条 この法律において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

⑴ 男女共同参画社会の形成 男女が、社会

の対等な構成員として、自らの意思によっ

て社会のあらゆる分野における活動に参

画する機会が確保され、もって男女が均等

に政治的、経済的、社会的及び文化的利益

を享受することができ、かつ、共に

責任を担うべき社会を形成することをい

う。

⑵ 積極的改善措置 前号に規定する機会

に係る男女間の格差を改善するため必要

な範囲内において、男女のいずれか一方に

対し、当該機会を積極的に提供することを

いう。

（男女の人権の尊重）

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個

人としての尊厳が重んぜられること、男女が

性別による差別的取扱いを受けないこと、男

女が個人として能力を発揮する機会が確保

されることその他の男女の人権が尊重され

ることを旨として、行われなければならない。

（社会における制度又は慣行についての配

慮）

第４条 男女共同参画社会の形成に当たって

は、社会における制度又は慣行が、性別によ

る固定的な役割分担等を反映して、男女の社

会における活動の選択に対して中立でない

影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会

の形成を阻害する要因となるおそれがある

ことにかんがみ、社会における制度又は慣行

が男女の社会における活動の選択に対して

及ぼす影響をできる限り中立なものとする

ように配慮されなければならない。

（政策等の立案及び決定への共同参画）

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、

社会の対等な構成員として、国若しくは地方

公共団体における政策又は民間の団体にお

ける方針の立案及び決定に共同して参画す

る機会が確保されることを旨として、行われ

なければならない。

（家庭生活における活動と他の活動の両立）

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構

成する男女が、相互の協力と社会の支援の下

に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活

における活動について家族の一員としての

役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の

活動を行うことができるようにすることを

旨として、行われなければならない。

（国際的協調）

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国

際社会における取組と密接な関係を有して

いることにかんがみ、男女共同参画社会の形
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成は、国際的協調の下に行われなければなら

ない。

（国の責務）

第８条 国は、第３条から前条までに定める男

女共同参画社会の形成についての基本理念

（以下「基本理念」という｡)にのっとり、男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策

（積極的改善措置を含む。以下同じ｡)を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の

施策に準じた施策及びその他のその地方公

共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、

及び実施する責務を有する。

（国民の責務）

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭そ

の他の社会のあらゆる分野において、基本理

念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄

与するように努めなければならない。

（法制上の措置等）

第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を実施するため必要な法

制上又は財政上の措置その他の措置を講じ

なければならない。

（年次報告等）

第 12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同参

画社会の形成の状況及び政府が講じた男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策に

ついての報告を提出しなければならない。

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同

参画社会の形成の状況を考慮して講じよう

とする男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を明らかにした文書を作成し、これ

を国会に提出しなければならない。

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的施策

（男女共同参画基本計画）

第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、男女共同参画社会の形成の促

進に関する基本的な計画（以下「男女共同参

画基本計画」という｡)を定めなければならな

い。

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項

について定めるものとする。

⑴ 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策の大

綱

⑵ 前号に掲げるもののほか、男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するために必要な事項

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見

を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成

し、閣議の決定を求めなければならない。

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の

決定があったときは、遅滞なく、男女共同参

画基本計画を公表しなければならない。

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の

変更について準用する。

（都道府県男女共同参画計画等）

第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画

を勘案して、当該都道府県の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策

についての基本的な計画（以下「都道府県男

女共同参画計画」という｡)を定めなければな

らない。

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる

事項について定めるものとする。

⑴ 都道府県の区域において総合的かつ長

期的に講ずべき男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の大綱

⑵ 前号に掲げるもののほか、都道府県の区

域における男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道

府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町

村の区域における男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての基本的な計

画（以下「市町村男女共同参画計画」という｡）

を定めるように努めなければならない。

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同

参画計画又は市町村男女共同参画計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。

（施策の策定等に当たっての配慮）

第 15 条 国及び地方公共団体は、男女共同参

画社会の形成に影響を及ぼすと認められる

施策を策定し、及び実施するに当たっては、

男女共同参画社会の形成に配慮しなければ

ならない。

（国民の理解を深めるための措置）

第 16 条 国及び地方公共団体は、広報活動等

を通じて、基本理念に関する国民の理解を深

めるよう適切な措置を講じなければならな

い。

（苦情の処理等）

第 17 条 国は、政府が実施する男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策又は男女共

同参画社会の形成に影響を及ぼすと認めら

れる施策についての苦情の処理のために必

要な措置及び性別による差別的取扱いその

他の男女共同参画社会の形成を阻害する要

因によって人権が侵害された場合における
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被害者の救済を図るために必要な措置を講

じなければならない。

（調査研究）

第 18 条 国は、社会における制度又は慣行が

男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関

する調査研究その他の男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の策定に必要な調

査研究を推進するように努めるものとする。

（国際的協調のための措置）

第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国

際的協調の下に促進するため、外国政府又は

国際機関との情報の交換その他男女共同参

画社会の形成に関する国際的な相互協力の

円滑な推進を図るために必要な措置を講ず

るように努めるものとする。

（地方公共団体及び民間の団体に対する支

援）

第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策及

び民間の団体が男女共同参画社会の形成の

促進に関して行う活動を支援するため、情報

の提供その他の必要な措置を講ずるように

努めるものとする。

第３章 男女共同参画会議

（設置）

第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議（以下

「会議」という｡)を置く。

（所掌事務）

第 22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさど

る。

⑴ 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条

第３項に規定する事項を処理すること。

⑵ 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣

又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参

画社会の形成の促進に関する基本的な方

針、基本的な政策及び重要事項を調査審議

すること。

⑶ 前２号に規定する事項に関し、調査審議

し、必要があると認めるときは、内閣総理

大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べる

こと。

⑷ 政府が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の実施状況を監視

し、及び政府の施策が男女共同参画社会の

形成に及ぼす影響を調査し、必要があると

認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大

臣に対し、意見を述べること。

（組織）

第 23 条 会議は、議長及び議員 24人以内をも

って組織する。

（議長）

第 24 条 議長は、内閣官房長官をもって充て

る。

２ 議長は、会務を総理する。

（議員）

第 25 条 議員は、次に掲げる者をもって充て

る。

⑴ 内閣官房長官以外の国務大臣のうちか

ら、内閣総理大臣が指定する者

⑵ 男女共同参画社会の形成に関し優れた

識見を有する者のうちから、内閣総理大臣

が任命する者

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する

議員の総数の 10 分の５未満であってはなら

ない。

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれ

か一方の議員の数は、同号に規定する議員の

総数の 10 分の４未満であってはならない。

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。

（議員の任期）

第 26 条 前条第１項第２号の議員の任期は、

２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、

前任者の残任期間とする。

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されるこ

とができる。

（資料提出の要求等）

第 27 条 会議は、その所掌事務を遂行するた

めに必要があると認めるときは、関係行政機

関の長に対し、監視又は調査に必要な資料そ

の他の資料の提出、意見の開陳、説明その他

必要な協力を求めることができる。

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特

に必要があると認めるときは、前項に規定す

る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼

することができる。

（政令への委任）

第 28 条 この章に定めるもののほか、会議の

組織及び議員その他の職員その他会議に関

し必要な事項は、政令で定める。

附則（平成 11 年６月 23 日法律第 78 号）抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

（男女共同参画審議会設置法の廃止）

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年

法律第７号）は、廃止する。

附則（平成 11 年 7 月 16 日法律第 102 号）抄

（施行期日）

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する

法律（平成 11 年法律第 88号）の施行の日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

⑴ 略

⑵ 附則第 10 条第１項及び第５項、第 14

条第３項、第 23 条、第 28 条並びに第 30

条の規定 公布の日
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（委員等の任期に関する経過措置）

第 28 条 この法律の施行の日の前日において

次に掲げる従前の審議会その他の機関の会

長、委員その他の職員である者（任期の定め

のない者を除く。）の任期は、当該会長、委

員その他職員の任期を定めたそれぞれの法

律の規定にかかわらず、その日の満了する。

⑴から⑽まで 略

⑾ 男女共同参画審議会

（別に定める経過措置）

第 30 条 第２条から前条までに規定するもの

のほか、この法律の施行に伴い必要となる経

過措置は、別に法律で定める。

附則（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号）抄

（施行期日）

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）

は、平成 13 年１月６日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。
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■■新新潟潟県県男男女女平平等等社社会会のの形形成成のの推推進進にに関関すするる条条例例

平成 14 年 3 月 28 日新潟県条例第 13 号

目次
前文
第１章 総則(第１条―第８条)
第２章 基本的施策(第９―第 23 条)
第３章 新潟県男女平等社会推進審議会(第 24 条―第 32 条)
第４章 雑則(第 33 条)

附則

男女は、すべて人として平等な存在であ

り、性別による差別的な取扱いを受けるこ

となく、その人権を尊重されなければなら

ない。そして、個人の尊重と法の下の平等

をうたう日本国憲法の下、また、女子に対

するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条

約を軸とした国際的な連携の下、男女平等

の実現に向けた様々な取組が行われてきた。

しかしながら、今もなお社会の様々な分野

で、性別による固定的な役割分担意識や、

これに基づく制度や慣行が根強く残ってい

る。

本県においては、女性の就業率が高く、県

内産業の重要な担い手となっているにもか

かわらず、意思決定の場への女性の参画の

割合が低い実態が見られる。

このような状況に加え、少子高齢化が急

速に進展するなど社会経済情勢が激しく変

化する時代を迎え、男女が、互いの人権を

尊重し、協力し合い、性別にかかわりなく、

その個性と能力を最大限に発揮できる男女

平等社会の形成が緊要な課題となっている。

ここに私たちは、男女平等社会の形成を

総合的かつ計画的に推進することを決意し

て、この条例を制定する。

第１章 総則

(目的)

第１条 この条例は、男女平等社会の形成

に関し、基本理念を定め、並びに県、県

民及び事業者の責務を明らかにするとと

もに、県の施策の基本となる事項を定め

ることにより、男女平等社会の形成を総

合的かつ計画的に推進することを目的と

する。

(定義)

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

(1) 男女平等社会の形成 男女が、性別

にかかわりなく個人として尊重され、

社会の対等な構成員として、自らの意

思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保されるこ

とにより、均等に政治的、経済的、社

会的及び文化的利益を享受することが

でき、かつ、共に責任を担うべき社会

を形成することをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する

機会に係る男女間の格差を改善するた

め必要な範囲内において、男女のいず

れか一方に対し、当該機会を積極的に

提供することをいう。

(基本理念)

第３条 男女平等社会の形成は、男女の

個人としての尊厳が重んぜられること、

男女が直接であると間接であるとを問

わず性別による差別的な取扱いを受け

ないこと、男女が個人として能力を発

揮する機会が確保されることその他の

男女の人権が尊重されることを旨とし

て、行われなければならない。

２ 男女平等社会の形成は、性別による

固定的な役割分担等を反映した社会に

おける制度又は慣行が男女の社会にお

ける活動の自由な選択を妨げないよう

にすることを旨として、行われなけれ

ばならない。

３ 男女平等社会の形成は、男女が社会

の対等な構成員として、県その他の団

体における政策又は方針の立案及び決

定に共同して参画する機会が確保され

ることを旨として、行われなければな

らない。

４ 男女平等社会の形成は、家族を構成

する男女が相互の協力と社会の支援の

下に、家庭生活における活動と当該活

動以外の活動を両立して行うことがで

きるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。

５ 男女平等社会の形成は、生涯にわた

る性と生殖に関する健康と権利が尊重

されることを旨として、行われなけれ

ばならない。

６ 男女平等社会の形成の推進が国際社

会における取組と密接な関係を有してい

ることにかんがみ、男女平等社会の形成

は、当該取組を勘案して行われなければ

ならない。
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(県の責務)

第４条 県は、前条に定める基本理念(以下

「基本理念」という。)にのっとり、男女

平等社会の形成の推進に関する施策(積

極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。

２ 県は、男女平等社会の形成の推進に関

する施策を実施するに当たり、県民、事

業者、市町村及び国と連携して取り組む

ものとする。

(県民の責務)

第５条 県民は、職域、学校、地域、家庭

その他の社会のあらゆる分野において、

基本理念にのっとり、自ら積極的に男女

平等社会の形成に寄与するよう努めなけ

ればならない。

２ 県民は、県が実施する男女平等社会の

形成の推進に関する施策に協力するよう

努めなければならない。

(事業者の責務)

第６条 事業者は、その事業活動に関し、

基本理念にのっとり、自ら積極的に男女

平等社会の形成に寄与するよう努めなけ

ればならない。

２ 事業者は、県が実施する男女平等社会

の形成の推進に関する施策に協力するよ

う努めなければならない。

(差別的取扱いの禁止等)

第７条 何人も、社会のあらゆる分野にお

いて、性別を理由とする差別的な取扱い

を行ってはならない。

２ 何人も、社会のあらゆる分野において、

セクシュアル・ハラスメント(性的な言動

により相手方の生活環境を害し、又は性

的な言動に対する相手方の対応によって

その者に不利益を与えることをいう。)を

行ってはならない。

３ 何人も、配偶者等及び配偶者等であっ

た者に対し、暴力その他の心身に有害な

影響を及ぼす言動を行ってはならない。

(公衆に表示する情報の留意)

第８条 何人も、公衆に表示する情報にお

いて、前条に規定する行為を助長する表

現を行わないよう努めなければならない。

第２章 基本的施策

(基本計画)

第９条 知事は、男女共同参画社会基本法

(平成 11 年法律第 78 号)第 14 条第１項に

規定する基本的な計画(以下「基本計画」

という。)を定めるに当たっては、あらか

じめ、県民等の意見を反映することがで

きるよう必要な措置を講ずるとともに、

新潟県男女平等社会推進審議会の意見を

聴かなければならない。

２ 知事は、基本計画を定めたときは、こ

れを公表しなければならない。

３ 前２項の規定は、基本計画の変更につ

いて準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第 10 条 県は、男女平等社会の形成に影響

を及ぼすと認められる施策を策定し、及

び実施するに当たっては、男女平等社会

の形成に配慮しなければならない。

(広報、啓発活動等)

第 11 条 県は、広報、啓発活動等を通じて、

基本理念に関する県民の理解を深めるよ

う適切な措置を講じなければならない。

(教育の推進)

第 12 条 県は、学校教育その他のあらゆる

教育の分野において、男女平等の意識を

育む教育を推進するものとする。

(産業の分野における環境の整備)

第 13 条 県は、あらゆる産業の分野におい

て、男女が性別にかかわらず能力を発揮

でき、かつ、適正に評価されるよう、必

要な環境の整備に努めるものとする。

(財政上の措置)

第 14 条 県は、男女平等社会の形成の推進

に関する施策を実施するため、必要な財

政上の措置を講ずるよう努めるものとす

る。

(推進体制の整備)

第 15 条 県は、男女平等社会の形成の推進

に関する施策を実施するため、必要な推

進体制を整備するよう努めるものとする。

(年次報告)

第 16 条 知事は、毎年、男女平等社会の形

成の推進に関する施策の推進状況等につ

いての報告書を作成し、これを公表する

ものとする。

(調査及び研究)

第 17 条 県は、男女平等社会の形成の推進

に関して必要な調査及び研究を行うもの

とする。

(市町村との協力)

第 18 条 県は、市町村が行う男女平等社会

の形成の推進に関する施策の策定及び実

施に協力するため、情報の提供その他の

必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。

(県民等の活動に対する支援)

第 19 条 県は、男女平等社会の形成の推進

に関し、県民及び事業者が行う活動を支

援するため、情報の提供その他の必要な

措置を講ずるよう努めるものとする。

(報告の徴収等)

第 20 条 知事は、事業者に対し、男女平等

社会の形成の推進に関し必要な事項につ

いて報告を求めることができる。
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２ 知事は、前項の報告を取りまとめ、公

表することができる。

(附属機関における委員の構成)

第 21 条 県は、附属機関の委員の選任に当

たっては、男女の委員の数の均衡を図る

よう努めるものとする。

(相談の申出)

第 22 条 県民及び事業者は、性別による差

別的な取扱いその他の男女平等社会の形

成を阻害する行為についての相談を知事

に申し出ることができる。

２ 知事は、前項の規定による相談の申出

について、必要に応じて関係行政機関等

と連携して適切な処理に努めるものとす

る。

３ 知事は、第１項の規定による相談の申

出に応ずるため、男女平等推進相談員を

置くものとする。

４ 知事は、第１項の規定による相談の申

出のうち特に必要があると認めるものに

ついては、新潟県男女平等社会推進審議

会の意見を聴くものとする。

(施策に関する苦情の申出)

第 23 条 県民及び事業者は、県が実施する

男女平等社会の形成の推進に関する施策

又は男女平等社会の形成に影響を及ぼす

と認められる施策についての苦情を県に

申し出ることができる。

２ 県は、前項の規定による苦情の申出を

処理するに当たって必要があると認める

ときは、新潟県男女平等社会推進審議会

の意見を聴くものとする。

第３章 新潟県男女平等社会推進審議会

(設置等)

第 24条 この条例によりその権限に属させ

られた事項その他男女平等社会の形成の

推進に関する重要事項を調査審議させる

ため、新潟県男女平等社会推進審議会(以

下「審議会」という。)を置く。

２ 審議会は、前項の規定による調査審議

を行うほか、男女平等社会の形成の推進

に関し必要な事項について、知事に意見

を述べることができる。

(組織)

第 25 条 審議会は、委員 20 人以内で組織

する。

２ 委員は、次に定めるところにより、知

事が任命する。

(1) 男女のいずれか一方の委員の数は、

委員の総数の10分の４未満とならない

こと。

(2) 一部の委員は、公募に応じた者とす

ること。

(任期)

第 26 条 委員の任期は、２年とする。ただ

し、委員が欠けた場合における補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

(会長)

第 27 条 審議会に会長を置き、委員の互選

によりこれを定める。

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理

する。

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠け

たときは、会長があらかじめ指名する委

員が、その職務を代行する。

(会議)

第 28 条 審議会の会議は、会長が招集し、

会長が議長となる。

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなけ

れば会議を開くことができない。

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半

数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。

(部会)

第 29 条 審議会は、必要に応じ、部会を置

くことができる。

(公開)

第 30 条 審議会の会議は、公開する。ただ

し、審議会は、個人に関する情報を取り

扱う場合その他会議を公開することによ

り公正かつ円滑な議事の運営に著しい支

障が生ずると認める場合は、会議の全部

又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第 31 条 審議会の庶務は、県民生活・環境

部において行う。

(委任)

第 32 条 この章に定めるもののほか、審議

会の運営に関し必要な事項は、会長が審

議会に諮って定める。

第４章 雑則

(委任)

第 33条 この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成 14 年４月１日から施

行する。ただし、第９条、第 22 条、第 23

条及び第３章の規定は、同年８月１日か

ら施行する。

(検討)

2 県は、この条例の施行後５年を経過した

場合において、この条例の施行の状況に

ついて検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。
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■女女性性のの職職業業生生活活ににおおけけるる活活躍躍のの推推進進にに関関すするる法法律律

平成 27 年 9 月 4 日法律第 64 号

目次
第１章 総則（第１条―第４条）
第２章 基本方針等（第５条・第６条）
第３章 事業主行動計画等

第１節 事業主行動計画策定指針（第７条）
第２節 一般事業主行動計画等（第８条―第 18 条）
第３節 特定事業主行動計画（第 19 条）
第４節 女性の職業選択に資する情報の公表（第 20 条・第 21 条）

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第 22 条―第 29 条）
第５章 雑則（第 30 条―第 33 条）
第６章 罰則（第 34 条―第 39 条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この法律は、近年、自らの意思に

よって職業生活を営み、又は営もうとす

る女性がその個性と能力を十分に発揮し

て職業生活において活躍すること（以下

「女性の職業生活における活躍」という

。）が一層重要となっていることに鑑み

、男女共同参画社会基本法（平成11年法

律第78号）の基本理念にのっとり、女性

の職業生活における活躍の推進について

、その基本原則を定め、並びに国、地方

公共団体及び事業主の責務を明らかにす

るとともに、基本方針及び事業主の行動

計画の策定、女性の職業生活における活

躍を推進するための支援措置等について

定めることにより、女性の職業生活にお

ける活躍を迅速かつ重点的に推進し、も

って男女の人権が尊重され、かつ、急速

な少子高齢化の進展、国民の需要の多様

化その他の社会経済情勢の変化に対応で

きる豊かで活力ある社会を実現すること

を目的とする。

（基本原則）

第２条 女性の職業生活における活躍の推

進は、職業生活における活躍に係る男女

間の格差の実情を踏まえ、自らの意思に

よって職業生活を営み、又は営もうとす

る女性に対する採用、教育訓練、昇進、

職種及び雇用形態の変更その他の職業生

活に関する機会の積極的な提供及びその

活用を通じ、かつ、性別による固定的な

役割分担等を反映した職場における慣行

が女性の職業生活における活躍に対して

及ぼす影響に配慮して、その個性と能力

が十分に発揮できるようにすることを旨

として、行われなければならない。

２ 女性の職業生活における活躍の推進は

、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出

産、育児、介護その他の家庭生活に関す

る事由によりやむを得ず退職することが

多いことその他の家庭生活に関する事由

が職業生活に与える影響を踏まえ、家族

を構成する男女が、男女の別を問わず、

相互の協力と社会の支援の下に、育児、

介護その他の家庭生活における活動につ

いて家族の一員としての役割を円滑に果

たしつつ職業生活における活動を行うた

めに必要な環境の整備等により、男女の

職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的

な両立が可能となることを旨として、行

われなければならない。

３ 女性の職業生活における活躍の推進に

当たっては、女性の職業生活と家庭生活

との両立に関し、本人の意思が尊重され

るべきものであることに留意されなけれ

ばならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定

める女性の職業生活における活躍の推進

についての基本原則（次条及び第５条第

１項において「基本原則」という。）に

のっとり、女性の職業生活における活躍

の推進に関して必要な施策を策定し、及

びこれを実施しなければならない。

（事業主の責務）

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、

その雇用し、又は雇用しようとする女性

労働者に対する職業生活に関する機会の

積極的な提供、雇用する労働者の職業生

活と家庭生活との両立に資する雇用環境

の整備その他の女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組を自ら実施する

よう努めるとともに、国又は地方公共団

体が実施する女性の職業生活における活
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躍の推進に関する施策に協力しなければ

ならない。

第２章 基本方針等

（基本方針）

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女

性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策を総合的かつ一体的に実施するた

め、女性の職業生活における活躍の推進

に関する基本方針（以下「基本方針」と

いう。）を定めなければならない。

２ 基本方針においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。

(1) 女性の職業生活における活躍の推

進に関する基本的な方向

(2) 事業主が実施すべき女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に

関する基本的な事項

(3) 女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策に関する次に掲げる事

項

イ 女性の職業生活における活躍を推

進するための支援措置に関する事項

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図

るために必要な環境の整備に関する

事項

ハ その他女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策に関する重要

事項

(4)前３号に掲げるもののほか、女性の職

業生活における活躍を推進するために

必要な事項

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成

し、閣議の決定を求めなければならない

。

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣

議の決定があったときは、遅滞なく、基

本方針を公表しなければならない。

５ 前2項の規定は、基本方針の変更につい

て準用する。

（都道府県推進計画等）

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して

、当該都道府県の区域内における女性の

職業生活における活躍の推進に関する施

策についての計画（以下この条において

「都道府県推進計画」という。）を定め

るよう努めるものとする。

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計

画が定められているときは、基本方針及

び都道府県推進計画）を勘案して、当該

市町村の区域内における女性の職業生活

における活躍の推進に関する施策につい

ての計画（次項において「市町村推進計

画」という。）を定めるよう努めるもの

とする。

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進

計画又は市町村推進計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。

第３章 事業主行動計画等

第１節 事業主行動計画策定指針

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び

総務大臣は、事業主が女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組を総合的

かつ効果的に実施することができるよう

、基本方針に即して、次条第１項に規定

する一般事業主行動計画及び第19条第１

項に規定する特定事業主行動計画（次項

において「事業主行動計画」と総称する

。）の策定に関する指針（以下「事業主

行動計画策定指針」という。）を定めな

ければならない。

２ 事業主行動計画策定指針においては、

次に掲げる事項につき、事業主行動計画

の指針となるべきものを定めるものとす

る。

(1)事業主行動計画の策定に関する基本

的な事項

(2)女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の内容に関する事項

(3)その他女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に関する重要事項

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務

大臣は、事業主行動計画策定指針を定め

、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。

第２節 一般事業主行動計画等

（一般事業主行動計画の策定等）

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主

（以下「一般事業主」という。）であっ

て、常時雇用する労働者の数が300人を超

えるものは、事業主行動計画策定指針に

即して、一般事業主行動計画（一般事業

主が実施する女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に関する計画をい

う。以下同じ。）を定め、厚生労働省令

で定めるところにより、厚生労働大臣に

届け出なければならない。これを変更し

たときも、同様とする。

２ 一般事業主行動計画においては、次に

掲げる事項を定めるものとする。

(1)計画期間

(2)女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の実施により達成しよう

とする目標
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(3)実施しようとする女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組の内容

及びその実施時期

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般

事業主行動計画を定め、又は変更しよう

とするときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、採用した労働者に占める女

性労働者の割合、男女の継続勤務年数の

差異、労働時間の状況、管理的地位にあ

る労働者に占める女性労働者の割合その

他のその事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する状況を把握し、女性

の職業生活における活躍を推進するため

に改善すべき事情について分析した上で

、その結果を勘案して、これを定めなけ

ればならない。この場合において、前項

第２号の目標については、採用する労働

者に占める女性労働者の割合、男女の継

続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時

間、管理的地位にある労働者に占める女

性労働者の割合その他の数値を用いて定

量的に定めなければならない。

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般

事業主行動計画を定め、又は変更したと

きは、厚生労働省令で定めるところによ

り、これを労働者に周知させるための措

置を講じなければならない。

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般

事業主行動計画を定め、又は変更したと

きは、厚生労働省令で定めるところによ

り、これを公表しなければならない。

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般

事業主行動計画に基づく取組を実施する

とともに、一般事業主行動計画に定めら

れた目標を達成するよう努めなければな

らない。

７ 一般事業主であって、常時雇用する労

働者の数が300人以下のものは、事業主行

動計画策定指針に即して、一般事業主行

動計画を定め、厚生労働省令で定めると

ころにより、厚生労働大臣に届け出るよ

う努めなければならない。これを変更し

たときも、同様とする。

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事

業主が一般事業主行動計画を定め、又は

変更しようとする場合について、第４項

から第６項までの規定は前項に規定する

一般事業主が一般事業主行動計画を定め

、又は変更した場合について、それぞれ

準用する。

（基準に適合する一般事業主の認定）

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は

第７項の規定による届出をした一般事業

主からの申請に基づき、厚生労働省令で

定めるところにより、当該事業主につい

て、女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関し、当該取組の実施の

状況が優良なものであることその他の厚

生労働省令で定める基準に適合するもの

である旨の認定を行うことができる。

（認定一般事業主の表示等）

第10条 前条の認定を受けた一般事業主（

以下「認定一般事業主」という。）は、

商品、役務の提供の用に供する物、商品

又は役務の広告又は取引に用いる書類若

しくは通信その他の厚生労働省令で定め

るもの（次項及び第14条第１項において

「商品等」という。）に厚生労働大臣の

定める表示を付することができる。

２ 何人も、前項の規定による場合を除く

ほか、商品等に同項の表示又はこれと紛

らわしい表示を付してはならない。

（認定の取消し）

第11条 厚生労働大臣は、認定一般事業主

が次の各号のいずれかに該当するときは

、第９条の認定を取り消すことができる

。

⑴ 第９条に規定する基準に適合しなく

なったと認めるとき。

⑵ この法律又はこの法律に基づく命令

に違反したとき。

⑶ 不正の手段により第９条の認定を受

けたとき。

（基準に適合する認定一般事業主の認定）

第12条 厚生労働大臣は、認定一般事業主

からの申請に基づき、厚生労働省令で定

めるところにより、当該事業主について

、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関し、当該事業主の策定し

た一般事業主行動計画に基づく取組を実

施し、当該一般事業主行動計画に定めら

れた目標を達成したこと、雇用の分野に

おける男女の均等な機会及び待遇の確保

等に関する法律（昭和47年法律第113号）

第13条の２に規定する業務を担当する者

及び育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律（

平成３年法律第76号）第29条に規定する

業務を担当する者を選任していること、

当該女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の実施の状況が特に優良な

ものであることその他の厚生労働省令で

定める基準に適合するものである旨の認

定を行うことができる。

（特例認定一般事業主の特例等）

第13条 前条の認定を受けた一般事業主（

以下「特例認定一般事業主」という。）
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については、第８条第１項及び第７項の

規定は、適用しない。

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、毎年少なくとも

１回、女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の実施の状況を公表しな

ければならない。

（特例認定一般事業主の表示等）

第14条 特例認定一般事業主は、商品等に

厚生労働大臣の定める表示を付すること

ができる。

２ 第10条第２項の規定は、前項の表示に

ついて準用する。

（特例認定一般事業主の認定の取消し）

第15条 厚生労働大臣は、特例認定一般事

業主が次の各号のいずれかに該当すると

きは、第12条の認定を取り消すことがで

きる。

⑴ 第11条の規定により第９条の認定を

取り消すとき。

⑵ 第12条に規定する基準に適合しなく

なったと認めるとき。

⑶ 第13条第２項の規定による公表をせ

ず、又は虚偽の公表をしたとき。

⑷ 前号に掲げる場合のほか、この法律

又はこの法律に基づく命令に違反した

とき。

⑸ 不正の手段により第12条の認定を受

けたとき。

（委託募集の特例等）

第16条 承認中小事業主団体の構成員であ

る中小事業主（一般事業主であって、常

時雇用する労働者の数が300人以下のも

のをいう。以下この項及び次項において

同じ。）が、当該承認中小事業主団体を

して女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の実施に関し必要な労働者

の募集を行わせようとする場合において

、当該承認中小事業主団体が当該募集に

従事しようとするときは、職業安定法（

昭和22年法律第141号）第36条第１項及び

第３項の規定は、当該構成員である中小

事業主については、適用しない。

２ この条及び次条において「承認中小事

業主団体」とは、事業協同組合、協同組

合連合会その他の特別の法律により設立

された組合若しくはその連合会であって

厚生労働省令で定めるもの又は一般社団

法人で中小事業主を直接又は間接の構成

員とするもの（厚生労働省令で定める要

件に該当するものに限る。）のうち、そ

の構成員である中小事業主に対して女性

の職業生活における活躍の推進に関する

取組を実施するための人材確保に関する

相談及び援助を行うものであって、その

申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該

相談及び援助を適切に行うための厚生労

働省令で定める基準に適合する旨の承認

を行ったものをいう。

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体

が前項に規定する基準に適合しなくなっ

たと認めるときは、同項の承認を取り消

すことができる。

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定

する募集に従事しようとするときは、厚

生労働省令で定めるところにより、募集

時期、募集人員、募集地域その他の労働

者の募集に関する事項で厚生労働省令で

定めるものを厚生労働大臣に届け出なけ

ればならない。

５ 職業安定法第37条第２項の規定は前項

の規定による届出があった場合について

、同法第５条の３第１項及び第４項、第

５条の４、第39条、第41条第２項、第42

条第１項、第42条の２、第48条の３第１

項、第48条の４、第50条第１項及び第２

項並びに第51条の規定は前項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事する者

について、同法第40条の規定は同項の規

定による届出をして労働者の募集に従事

する者に対する報酬の供与について、同

法第50条第３項及び第４項の規定はこの

項において準用する同条第２項に規定す

る職権を行う場合について、それぞれ準

用する。この場合において、同法第37条

第２項中「労働者の募集を行おうとする

者」とあるのは「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律第16条第４項

の規定による届出をして労働者の募集に

従事しようとする者」と、同法第41条第

２項中「当該労働者の募集の業務の廃止

を命じ、又は期間」とあるのは「期間」

と読み替えるものとする。

６ 職業安定法第36条第２項及び第42条の

３の規定の適用については、同法第36条

第２項中「前項の」とあるのは「被用者

以外の者をして労働者の募集に従事させ

ようとする者がその被用者以外の者に与

えようとする」と、同法第42条の３中「

第39条に規定する募集受託者」とあるの

は「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（平成27年法律第64号）第

16条第４項の規定による届出をして労働

者の募集に従事する者」とする。

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体

に対し、第２項の相談及び援助の実施状

況について報告を求めることができる。
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第17条 公共職業安定所は、前条第４項の

規定による届出をして労働者の募集に従

事する承認中小事業主団体に対して、雇

用情報及び職業に関する調査研究の成果

を提供し、かつ、これらに基づき当該募

集の内容又は方法について指導すること

により、当該募集の効果的かつ適切な実

施を図るものとする。

（一般事業主に対する国の援助）

第18条 国は、第８条第１項若しくは第７

項の規定により一般事業主行動計画を策

定しようとする一般事業主又はこれらの

規定による届出をした一般事業主に対し

て、一般事業主行動計画の策定、労働者

への周知若しくは公表又は一般事業主行

動計画に基づく措置が円滑に実施される

ように相談その他の援助の実施に努める

ものとする。

第３節 特定事業主行動計画

第19条 国及び地方公共団体の機関、それ

らの長又はそれらの職員で政令で定める

もの（以下「特定事業主」という。）は

、政令で定めるところにより、事業主行

動計画策定指針に即して、特定事業主行

動計画（特定事業主が実施する女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組

に関する計画をいう。以下この条におい

て同じ。）を定めなければならない。

２ 特定事業主行動計画においては、次に

掲げる事項を定めるものとする。

⑴ 計画期間

⑵ 女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の実施により達成しよう

とする目標

⑶ 実施しようとする女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組の内容

及びその実施時期

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を

定め、又は変更しようとするときは、内

閣府令で定めるところにより、採用した

職員に占める女性職員の割合、男女の継

続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管

理的地位にある職員に占める女性職員の

割合その他のその事務及び事業における

女性の職業生活における活躍に関する状

況を把握し、女性の職業生活における活

躍を推進するために改善すべき事情につ

いて分析した上で、その結果を勘案して

、これを定めなければならない。この場

合において、前項第２号の目標について

は、採用する職員に占める女性職員の割

合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の

割合、勤務時間、管理的地位にある職員

に占める女性職員の割合その他の数値を

用いて定量的に定めなければならない。

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を

定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを職員に周知させるための措置を講

じなければならない。

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を

定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、

特定事業主行動計画に基づく取組の実施

の状況を公表しなければならない。

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に

基づく取組を実施するとともに、特定事

業主行動計画に定められた目標を達成す

るよう努めなければならない。

第４節 女性の職業選択に資する情報の

公表

（一般事業主による女性の職業選択に資

する情報の公表）

第20条 第８条第１項に規定する一般事業

主は、厚生労働省令で定めるところによ

り、職業生活を営み、又は営もうとする

女性の職業選択に資するよう、その事業

における女性の職業生活における活躍に

関する次に掲げる情報を定期的に公表し

なければならない。

⑴ その雇用し、又は雇用しようとする

女性労働者に対する職業生活に関する

機会の提供に関する実績

⑵ その雇用する労働者の職業生活と家

庭生活との両立に資する雇用環境の整

備に関する実績

２ 第８条第７項に規定する一般事業主は

、厚生労働省令で定めるところにより、

職業生活を営み、又は営もうとする女性

の職業選択に資するよう、その事業にお

ける女性の職業生活における活躍に関す

る前項各号に掲げる情報の少なくともい

ずれか一方を定期的に公表するよう努め

なければならない。

（特定事業主による女性の職業選択に資

する情報の公表）

第21条 特定事業主は、内閣府令で定める

ところにより、職業生活を営み、又は営

もうとする女性の職業選択に資するよう

、その事務及び事業における女性の職業

生活における活躍に関する次に掲げる情

報を定期的に公表しなければならない。

⑴ その任用し、又は任用しようとする

女性に対する職業生活に関する機会の

提供に関する実績
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⑵ その任用する職員の職業生活と家庭

生活との両立に資する勤務環境の整備

に関する実績

第４章 女性の職業生活における活躍を

推進するための支援措置

（職業指導等の措置等）

第22条 国は、女性の職業生活における活

躍を推進するため、職業指導、職業紹介

、職業訓練、創業の支援その他の必要な

措置を講ずるよう努めるものとする。

２ 地方公共団体は、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するため、前項の措置と

相まって、職業生活を営み、又は営もう

とする女性及びその家族その他の関係者

からの相談に応じ、関係機関の紹介その

他の情報の提供、助言その他の必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務

に係る事務の一部を、その事務を適切に

実施することができるものとして内閣府

令で定める基準に適合する者に委託する

ことができる。

４ 前項の規定による委託に係る事務に従

事する者又は当該事務に従事していた者

は、正当な理由なく、当該事務に関して

知り得た秘密を漏らしてはならない。

（財政上の措置等）

第23条 国は、女性の職業生活における活

躍の推進に関する地方公共団体の施策を

支援するために必要な財政上の措置その

他の措置を講ずるよう努めるものとする

。

（国等からの受注機会の増大）

第24条 国は、女性の職業生活における活

躍の推進に資するため、国及び公庫等（

沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法

律によって設立された法人であって政令

で定めるものをいう。）の役務又は物件

の調達に関し、予算の適正な使用に留意

しつつ、認定一般事業主、特例認定一般

事業主その他の女性の職業生活における

活躍に関する状況又は女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組の実施の

状況が優良な一般事業主（次項において

「認定一般事業主等」という。）の受注

の機会の増大その他の必要な施策を実施

するものとする。

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、

認定一般事業主等の受注の機会の増大そ

の他の必要な施策を実施するように努め

るものとする。

（啓発活動）

第25条 国及び地方公共団体は、女性の職

業生活における活躍の推進について、国

民の関心と理解を深め、かつ、その協力

を得るとともに、必要な啓発活動を行う

ものとする。

（情報の収集、整理及び提供）

第26条 国は、女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に資するよう、国

内外における女性の職業生活における活

躍の状況及び当該取組に関する情報の収

集、整理及び提供を行うものとする。

（協議会）

第27条 当該地方公共団体の区域において

女性の職業生活における活躍の推進に関

する事務及び事業を行う国及び地方公共

団体の機関（以下この条において「関係

機関」という。）は、第22条第１項の規

定により国が講ずる措置及び同条第２項

の規定により地方公共団体が講ずる措置

に係る事例その他の女性の職業生活にお

ける活躍の推進に有用な情報を活用する

ことにより、当該区域において女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組

が効果的かつ円滑に実施されるようにす

るため、関係機関により構成される協議

会（以下「協議会」という。）を組織す

ることができる。

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地

方公共団体の区域内において第22条第３

項の規定による事務の委託がされている

場合には、当該委託を受けた者を協議会

の構成員として加えるものとする。

３ 協議会を組織する関係機関は、必要が

あると認めるときは、協議会に次に掲げ

る者を構成員として加えることができる

。

⑴ 一般事業主の団体又はその連合団体

⑵ 学識経験者

⑶ その他当該関係機関が必要と認める

者

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成

員（以下この項において「関係機関等」

という。）が相互の連絡を図ることによ

り、女性の職業生活における活躍の推進

に有用な情報を共有し、関係機関等の連

携の緊密化を図るとともに、地域の実情

に応じた女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組について協議を行うも

のとする。

５ 協議会が組織されたときは、当該地方

公共団体は、内閣府令で定めるところに

より、その旨を公表しなければならない

。

（秘密保持義務）
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第28条 協議会の事務に従事する者又は協

議会の事務に従事していた者は、正当な

理由なく、協議会の事務に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。

（協議会の定める事項）

第29条 前２条に定めるもののほか、協議

会の組織及び運営に関し必要な事項は、

協議会が定める。

第５章 雑則

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告

）

第30条 厚生労働大臣は、この法律の施行

に関し必要があると認めるときは、第８

条第１項に規定する一般事業主又は認定

一般事業主若しくは特例認定一般事業主

である同条第７項に規定する一般事業主

に対して、報告を求め、又は助言、指導

若しくは勧告をすることができる。

（公表）

第31条 厚生労働大臣は、第20条第１項の

規定による公表をせず、若しくは虚偽の

公表をした第８条第１項に規定する一般

事業主又は第20条第２項に規定する情報

に関し虚偽の公表をした認定一般事業主

若しくは特例認定一般事業主である第８

条第７項に規定する一般事業主に対し、

前条の規定による勧告をした場合におい

て、当該勧告を受けた者がこれに従わな

かったときは、その旨を公表することが

できる。

（権限の委任）

第32条 第８条、第９条、第11条、第12条

、第15条、第16条、第30条及び前条に規

定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働

省令で定めるところにより、その一部を

都道府県労働局長に委任することができ

る。

（政令への委任）

第33条 この法律に定めるもののほか、こ

の法律の実施のため必要な事項は、政令

で定める。

第６章 罰則

第34条 第16条第５項において準用する職

業安定法第41条第２項の規定による業務

の停止の命令に違反して、労働者の募集

に従事した者は、１年以下の懲役又は100

万円以下の罰金に処する。

第35条 次の各号のいずれかに該当する者

は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰

金に処する。

⑴ 第22条第４項の規定に違反して秘密

を漏らした者

⑵ 第28条の規定に違反して秘密を漏ら

した者

第36条 次の各号のいずれかに該当する者

は、６月以下の懲役又は30万円以下の罰

金に処する。

⑴ 第16条第４項の規定による届出をし

ないで、労働者の募集に従事した者

⑵ 第16条第５項において準用する職業

安定法第37条第２項の規定による指示

に従わなかった者

⑶ 第16条第５項において準用する職業

安定法第39条又は第40条の規定に違反

した者

第37条 次の各号のいずれかに該当する者

は、30万円以下の罰金に処する。

⑴ 第10条第２項（第14条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定に違

反した者

⑵ 第16条第５項において準用する職業

安定法第50条第１項の規定による報告

をせず、又は虚偽の報告をした者

⑶ 第16条第５項において準用する職業

安定法第50条第２項の規定による立入

り若しくは検査を拒み、妨げ、若しく

は忌避し、又は質問に対して答弁をせ

ず、若しくは虚偽の陳述をした者

⑷ 第16条第５項において準用する職業

安定法第51条第１項の規定に違反して

秘密を漏らした者

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、第34条、第

36条又は前条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に

対しても、各本条の罰金刑を科する。

第39条 第30条の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者は、20万円以下

の過料に処する。

附則 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行す

る。ただし、第３章（第７条を除く。）

、第５章（第28条を除く。）及び第６章

（第30条を除く。）の規定並びに附則第

５条の規定は、平成28年４月１日から施

行する。

（この法律の失効）

第２条 この法律は、平成38年３月31日限

り、その効力を失う。

２ 第22条第３項の規定による委託に係る

事務に従事していた者の当該事務に関し

て知り得た秘密については、同条第４項

の規定（同項に係る罰則を含む。）は、
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前項の規定にかかわらず、同項に規定す

る日後も、なおその効力を有する。

３ 協議会の事務に従事していた者の当該

事務に関して知り得た秘密については、

第28条の規定（同条に係る罰則を含む。

）は、第1項の規定にかかわらず、同項に

規定する日後も、なおその効力を有する

。

４ この法律の失効前にした行為に対する

罰則の適用については、この法律は、第

１項の規定にかかわらず、同項に規定す

る日後も、なおその効力を有する。

（政令への委任）

第３条 前条第２項から第４項までに規定

するもののほか、この法律の施行に伴い

必要な経過措置は、政令で定める。

（検討）

第４条 政府は、この法律の施行後３年を

経過した場合において、この法律の施行

の状況を勘案し、必要があると認めると

きは、この法律の規定について検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずるものとする。

附則（平成29年３月31日法律第14号）抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成29年４月１日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行す

る。

⑴ 第１条中雇用保険法第64条の次に１

条を加える改正規定及び附則第35条の

規定 公布の日

⑵・⑶ 略

⑷ 第２条中雇用保険法第10条の４第２

項、第58条第１項、第60条の２第４項

、第76条第２項及び第79条の２並びに

附則第11条の２第１項の改正規定並び

に同条第３項の改正規定（「100分の50

を」を「100分の80を」に改める部分に

限る。）、第４条の規定並びに第７条

中育児・介護休業法第53条第５項及び

第６項並びに第64条の改正規定並びに

附則第５条から第８条まで及び第10条

の規定、附則第13条中国家公務員退職

手当法（昭和28年法律第182号）第10条

第10項第５号の改正規定、附則第14条

第２項及び第17条の規定、附則第18条

（次号に掲げる規定を除く。）の規定

、附則第19条中高年齢者等の雇用の安

定等に関する法律（昭和46年法律第68

号）第38条第３項の改正規定（「第４

条第８項」を「第４条第９項」に改め

る部分に限る。）、附則第20条中建設

労働者の雇用の改善等に関する法律（

昭和51年法律第33号）第30条第１項の

表第４条第８項の項、第32条の11から

第32条の15まで、第32条の16第１項及

び第51条の項及び第48条の３及び第48

条の４第１項の項の改正規定、附則第

21条、第22条、第26条から第28条まで

及び第32条の規定並びに附則第33条（

次号に掲げる規定を除く。）の規定 平

成30年１月１日

（罰則に関する経過措置）

第34条 この法律（附則第１条第４号に掲

げる規定にあっては、当該規定）の施行

前にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第35条 この附則に規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要な経過措置は

、政令で定める。

附則（令和元年６月５日法律第24号）抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算し

て１年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。

⑴ 第３条中労働施策の総合的な推進並

びに労働者の雇用の安定及び職業生活

の充実等に関する法律第４条の改正規

定並びに次条及び附則第６条の規定

公布の日

⑵ 第２条の規定 公布の日から起算し

て３年を超えない範囲内において政令

で定める日

（罰則に関する経過措置）

第５条 この法律の施行前にした行為に対

する罰則の適用については、なお従前の

例による。

（政令への委任）

第６条 この附則に定めるもののほか、こ

の法律の施行に関して必要な経過措置は

、政令で定める。

（検討）

第７条 政府は、この法律の施行後５年を

経過した場合において、この法律による

改正後の規定の施行の状況について検討

を加え、必要があると認めるときは、そ

の結果に基づいて所要の措置を講ずるも

のとする。
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■■魚魚沼沼市市男男女女共共同同参参画画推推進進委委員員会会設設置置要要綱綱
平成 28 年 8 月 25 日

告示第 107 号

(設置)

第１条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第３項の規定に基づく魚沼市男

女共同参画推進計画(以下「推進計画」という。)を推進するに当たり、広く市民や事業所の意

見を反映させるため、魚沼市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 魚沼市男女共同参画推進計画の策定に関すること。

(2) 魚沼市男女共同参画推進計画の推進に関すること。

(3) その他男女共同参画に関する施策の推進に関し、必要と認められること。

(組織)

第３条 委員会は、委員 10 人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。こ

の場合において、第２号から第４号までの規定に該当する者にあっては、市内に住所を有する

者の中から選出するものとする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体等から推薦された者

(3) 公募により市長が選考した者

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(任期)

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第５条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第６条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただ

し、委員の委嘱後、最初に行われる委員会の招集は、市長が行う。

２ 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴

くことができる。

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、会長が特に必要と認

めたときは、委員の一部の出席をもって開くことができる。

(庶務)

第７条 委員会の庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。

(その他)

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

１ この要綱は、公布の日から施行する。

(魚沼市男女共同参画推進計画策定検討委員会設置要綱の廃止)

２ 魚沼市男女共同参画推進計画策定検討委員会設置要綱(平成 27 年魚沼市告示第 20 号)は、廃

止する。

附 則(平成 31年３月 26 日告示第 54 号)

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。
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■■魚魚沼沼市市男男女女共共同同参参画画推推進進計計画画庁庁内内推推進進委委員員会会設設置置要要領領
平成 27 年 3 月 12 日

訓令第 4号

(設置)

第１条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第３項の規定に基づく魚沼市男

女共同参画推進計画(以下「計画」という。)の策定及び推進のため、魚沼市男女共同参画推進

計画庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第２条 委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 計画に関する企画立案、推進、評価等を行うこと。

(2) その他計画策定に関し必要なこと。

(組織)

第３条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、企画政策課長並びに総務政策部長、市民福祉

部長、産業経済部長及び教育委員会事務局長(以下「部長等」という。)がそれぞれ自ら所属す

る部署内から指名する職員をもって組織する。

(委員の任期等)

第４条 委員の任期は、選出された年度の末日までとする。

２ 部長等は、人事異動その他の理由により委員を変更する必要が生じたときは、速やかに後任

の委員を指名するものとする。

(委員長及び副委員長)

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長は、企画政策課長とし、副委員長は、委員の互選により定める。

３ 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰し、委員会を代表する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第６条 会議は、委員長が必要な都度招集し、その議長となる。

２ 委員長は、会議を開く暇がないときは、委員に回議してこれに代えることができる。

(関係職員の出席)

第７条 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴

くことができる。

(事務局)

第８条 委員会の庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。

(その他)

第９条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮

って定める。

附 則

この要領は、平成 27 年４月１日から施行する。

附 則(平成 31年３月 26 日訓令第 13 号)

この要領は、平成 31 年４月１日から施行する。
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■■指指標標一一覧覧

1

家庭における男女平等に
ついての理解を深めるた
めの広報・啓発活動の推
進

6.9 40.0 

「内容まで知っている」「聞いたことがあ
る」と回答した割合の合計が40.4％である
ことを踏まえ、市報、市HP,リーフレット等
による意識啓発を継続的に実施すれば、
40％は「内容まで知っている」割合になる
と見込み設定した。

2

地域における男女平等の
意識づくりをすすめるた
めの広報・啓発活動の推
進

29.5 50.0 

市報、市HP,リーフレット等による意識啓発
や男女共同参画事業を実施することによ
り、2人に1人は「平等である」と考える人
の割合になると見込み設定した。

3
働く場における男女平等
の広報・啓発活動の推進

35.7 50.0 

市報、市HP,リーフレット等による意識啓発
や男女共同参画事業を実施することによ
り、2人に1人は「平等である」と考える人
の割合になると見込み設定した。

4

性的ﾏｲﾉﾘﾃｨ等多様な性に
ついての理解と支援をす
すめるための広報・啓発
活動の推進

24.6 60.0 

「内容まで知っている」「聞いたことがあ
る」と回答した割合の合計が60.3％である
ことを踏まえ、市報、市HP,リーフレット等
による意識啓発を継続的に実施すれば、
60％は「内容まで知っている」状態になる
と見込み設定した。

1
学校教育の場における男
女平等の意識づくりをす
すめるための教育の充実

53.9 75.0 

市報、市HP,リーフレット等による意識啓発
や男女共同参画事業を実施することによ
り、4人に3人は「平等である」と考える人
の割合になると見込み設定した。

2
生涯学習の場における男
女平等の意識づくり

266 275 
市民課と企画政策課による講座やセミナー
を年5回開催し、275人以上が受講すると見
込み設定した。

3

女性に対するあ
らゆる暴力の根
絶に向けた意識
づくり

1
女性に対する暴力の根絶
に向けた広報・啓発活動
の推進

36.8 70.0 

「内容まで知っている」「聞いたことがあ
る」と回答した割合の合計が69.8％である
ことを踏まえ、市報、市HP,リーフレット等
による意識啓発を継続的に実施すれば、
70％は「内容まで知っている」状態になる
と見込み設定した。

基本目標Ⅰ 男女平等を推進する意識づくり

「男女共同参画社会」という言
葉を内容まで知っている人の割
合

「地域社会」における男女の地
位の平等で、「平等である」と
考える人の割合

「職場」における男女の地位の
平等で、「平等である」と考え
る人の割合

LGBT（性的マイノリティ）につ
いて「内容まで知っている人」
の割合

「学校教育」における男女の地
位の平等で、「平等である」と
考える人の割合

男女共同参画に関する講座やセ
ミナーの受講者数

ドメスティック・バイオレンス
について「内容まで知っている
人」の割合

重点目標 施策の方針 指標項目 現状
目標
(R7)

指標の説明

1
男女平等や多様
な性に関する意
識づくり

2
学びの場におけ
る男女平等の意
識づくり
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1
市の政策・方針決定過程
への女性の参画促進

23.5 40.0 

市の審議会等への女性の登用率は、市の内
部組織に関する指標であり、市の取組によ
り女性の登用率を増やすことができるた
め、第3次計画よりも高い目標値を設定し
た。

4.4 14.0 

ものづくり振興協議会は製造業を中心とし
た協議会である。市全体の管理的職業従事
者に占める女性割合が13.8％であるが、製
造業については、女性割合が低い業種であ
る。そのため、市の平均値13.8％を目指し
設定した。

18.9 30.0 

現在のコミュニティ協議会（15協議会）の
女性委員の人数は、85人（18.9％）であ
る。市が継続的に協議会に関わることで、
少しずつ女性委員が増えている状況である
ため、1協議会につき2～3人の増加を見込み
設定した。

22.3 30.0 

第3次計画時では、女性参加者の割合が20％
～23％である。また、H27年の国勢調査の統
計によると、魚沼市就業者（19,187人：男
性10,814人、女性8,373人）に占める女性就
業者の割合が43.6％である。現状では、女
性就業者の割合が理想値となるが、理想値
の7割が達成できると見込み設定した。

0.0 30.0 

新規創業者数に占める女性の割合が国の目
標値で30％となっており、それを目標に事
業を実施している。
※実績［H29：新規5人（うち女性1人）、
H30：新規4人（うち女性2人）、R01：新規3
人（うち女性0人）］

1
仕事と家庭生活の両立の
支援

12 30 

H27年の国勢調査の統計によると、市内の事
業所は1,714社あり、市内のハッピー・パー
トナー企業の登録率は、1％未満であるとい
える。県全体（県：1.37％）と比較しても
低い割合であるため、取組が浸透すれば、
現状の2倍以上の事業所が登録すると見込み
設定した。

615 750 

厚生労働省の雇用継続給付の状況（第13
表）から、今後5年間の女性の受給者数の増
加（［魚沼市のR元受給者数：69人］×［増
加率見込：0.15］×［平均取得月数：9か
月］）と男性の受給者数の増加（［出生数
の1割：20人］×［平均取得月数：2か
月］）を見込み設定した。

6 12 
介護休業給付受給者数を増加するための取
組が進んでいないため、現状の2倍の数値を
見込み設定した。

71 75 
経営者の高齢化等による経営移譲に伴う解
消等で2戸の減、若い後継者等の就農による
6戸の増を見込む。

3
男女共同参画の促進への
男性の参加

272 450 

各事業において様々な講座や教室を展開し
てきたが、前回の目標値に届かなかったた
め、引き続き同値を設定し、取り組むこと
とする。

4
ひとり親家庭への支援体
制の充実

4 4 

対象となる児童扶養手当受給者の人数は、
横ばいで推移しており、資格取得の希望者
が大きく増える見込みがないことから、現
状と同数で設定した。

1
地域や防災、環境などに
おける女性の参画促進

18.9 30.0 

現在のコミュニティ協議会（15協議会）の
女性委員の人数は、85人（18.9％）であ
る。市が継続的に協議会に関わることで、
少しずつ女性委員が増えている状況である
ため、1協議会につき2～3人の増加を見込み
目標値を設定した。

4 4 
障害者と障害者の暮らす施設について、地
域住民の方に知ってもらい、交流を深める
ため、引き続き実施します。

506 550 

働くことで「生きがい」を見出し介護予防
につなげられるようシルバーの会員数の増
加を推進する。予想される高齢者人口の増
加から参加を期待される会員の数を目標と
した。

基本目標Ⅱ  男女がともに活躍できる環境づくり

市の審議会等への女性の登用率

ものづくり振興協議会から抽出
した企業15社の係長以上の職に
ついている女性の割合

コミュニティ協議会の女性委員
の割合

スキルアップに関する講座の女
性受講者の割合

新規創業者数（補助事業実施
数）に占める女性の割合

ハッピー・パートナー企業（男
女共同参画推進企業) 登録数

育児休業給付受給者実人数　

介護休業給付受給者数

家族経営協定締結農家数

家事、育児等に関する各種講習
会の受講者数

保護者の学びなおしの支援利用
者数（自立支援教育訓練給付金
事業及び高等職業訓練促進給付
金等事業の該当者数）

コミュニティ協議会の女性委員
の割合（再掲）

障害者支援施設による地域交流
事業の実施

シルバー人材センター会員数

重点目標 施策の方針 指標項目 現状
目標
(R7)

指標の説明

1
女性が参画しや
すい環境づくり

2
企業、団体、地域等あら
ゆる場における方針決定
過程への女性の参画促進

3
女性の能力向上やチャレ
ンジの支援

2
仕事と生活の調
和のとれた働く
場の環境づくり

2
女性が働きやすい職場環
境づくり

3

男女が互いの力
を合わせて地域
社会を活性化す
る環境づくり

2
高齢者、障害者、外国人
等が安心して暮らせる環
境の整備
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54.8 55.0 
第２次魚沼市健康づくり計画で定めたもの
を目標値として設定した。

41.2 55.0 
第２次魚沼市健康づくり計画で定めたもの
を目標値として設定した。

30.6 32.0 

H29度から実施している（対象：該当年齢に
属する女性）。H29　50歳、H30・R1　45
歳、50歳、R2　45歳、50歳、55歳、60歳と
対象者を増やしてきた。介護予防の観点か
らもさらなる受診率向上が望ましいため、
この目標値を設定した。

2
性と生殖に関する健康と権
利についての知識の普及

1.3 10.0 

リプロダクティブ・ヘルス/ライツの啓発に
関する具体的な事業を実施できず、十分な
成果があがっていない。また、「内容まで
知っている」「聞いたことがある」の合計
が8.4％であることも考慮して、第3次計画
と同じ目標値とした。

16,592 17,500 

65歳以上の高齢者を対象に運動教室を開催
し、運動知識の普及、運動習慣の定着等、
高齢者の介護予防に寄与している。今後も
利用者が増加する見込みである。

126 200 

令和元年6月に出された「認知症施策推進大
綱」では、高齢者の4人に1人が認知症また
は軽度認知障害の状態であり、高齢になっ
ても住み慣れた地域で生活するには認知症
に関する周囲の理解が欠かせない。認知症
サポーターが増えることは、高齢者が安心
して暮らせることにつながることから指標
とした。

98.6 100 

子育てを夫婦や家族で協力し合って行うよ
う伝える機会として、最初に子どもを持っ
たばかりの時期が最適と考え、第1子への訪
問指導率を100％とした。
また、助産師の訪問指導にかかる費用を公
費負担とし、産婦家庭の経済的な負担を軽
減している。

12,505 11,000 

第２期子ども・子育て支援事業計画におけ
る教育・保育の量の見込みを基に目標値を
設定した。
保育園入所により、保護者の就労促進に繋
がり、世帯の所得増加が見込める。

2
地域における子育て環
境・支援体制の整備・充
実

72 80 

入園前の児童と保護者が保育園等の園開放
事業を利用することにより、家庭での保育
の負担軽減を図るとともに、子育て相談を
受けることができるため。事業を実施する
園が8園あり、9回の実施を10回の実施とし
て見込み設定した。

0 1 
第3次計画では、専門員を設置することがで
きなかった。現状の相談件数や職員体制を
考慮して、第3次計画と同じ目標値とした。

55.0 100 

暴力に関しては、何かあったときにすぐ相
談できる窓口を知っていない場合は、命に
関わることになるため100％の目標値を設定
した。

基本目標Ⅲ 男女がともに健やかに暮らせる環境づくり

乳がん検診受診率

子宮がん検診受診率

骨粗しょう症検診受診率

リプロダクティブ・ヘルス/ライ
ツについて「内容まで知ってい
る」人の割合

高齢者筋力向上トレーニング事
業の延べ参加者数

家族介護支援事業（認知症サ
ポーター養成）の講座の延べ参
加者数

妊産婦・新生児（第1子）訪問率

保育園延べ入所児童数
（毎月の福祉行政報告例の児童
数の累積）

保育園・幼稚園開放事業実施回
数（公立）

女性相談専門員の設置

配偶者や恋人からの暴力に関す
る相談窓口を知っている人の割
合

重点目標 施策の方針 指標　項目 現状
目標
(R7)

指標の説明

1

生涯にわたり健
康で安心して暮
らせる環境づく
り

1
女性の生涯を通じた健康
の維持・増進のための施
策の推進

3
高齢者等が安心して暮ら
せる環境づくり

2

子どもを安心し
て産み育てるこ
とのできる環境
づくり

1

妊娠・出産・子育て中の
保護者の経済的負担の軽
減と保育施設等の環境整
備

3
女性の人権を守
る環境づくり

1
女性に対する暴力の根絶
に向けた相談・支援体制
の充実
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